
あ
る
女
性
の
告
発
を
め
ぐ
っ
て

i
岳
麓
書
院
蔵
玉
簡
「
識
劫
愚
案
」
に
現
れ
た
る
奴
隷
お
よ
び
「
舎
人
」
「
里
単
」

下

倉

渉

ある女性の告発をめぐって（下倉）

門
要
約
】
　
本
稿
で
は
「
識
劫
娩
案
」
と
称
さ
れ
る
秦
王
政
時
代
の
「
奏
講
文
書
」
を
取
り
上
げ
て
、
主
に
家
族
史
・
親
族
史
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
。

第
一
・
第
二
節
で
ま
ず
案
例
全
体
の
考
釈
を
試
み
た
後
、
以
後
の
節
で
本
案
例
に
現
れ
る
奴
隷
、
及
び
「
舎
人
」
・
門
里
単
」
に
関
し
て
専
堅
し
た
。
第
三

節
で
は
、
奴
隷
の
解
放
と
い
う
問
題
を
通
じ
て
、
十
代
・
漢
初
の
「
奴
隷
主
－
奴
隷
」
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
び
つ
き
が
当
該
期
「
父
－

子
」
の
絆
に
強
く
仮
託
さ
れ
て
い
た
と
推
論
し
た
。
第
四
節
で
は
、
張
家
山
漢
簡
の
記
号
書
・
案
例
二
二
に
対
す
る
分
析
を
も
ふ
ま
え
て
、
「
主
⊥
画
人
」

と
い
っ
た
擬
制
的
家
族
関
係
が
秦
代
の
商
人
社
会
に
お
い
て
は
強
固
で
安
定
し
た
関
係
を
築
く
た
め
の
基
盤
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
更
に

第
五
節
・
鰹
節
で
は
、
本
案
件
が
生
起
し
た
当
時
「
県
単
」
（
地
縁
組
織
）
が
葬
送
に
関
わ
る
相
互
支
援
機
能
を
担
っ
て
い
た
が
、
後
漢
後
期
に
な
る
と

そ
れ
は
「
同
宗
」
集
団
の
負
う
べ
き
一
役
割
と
目
さ
れ
る
に
至
り
、
父
系
同
姓
関
係
を
重
視
す
る
風
潮
の
顕
在
化
が
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
と
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
九
巻
一
号
二
〇
一
六
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
古
代
家
族
史
研
究
は
、
出
土
資
料
の
増
加
に
伴
っ
て
飛
躍
的
な
進
展
を
み
て
き
た
。
　
九
七
五
年
に
雲
夢
睡
虎
地
黒
簡
が
発
見
さ
れ
て

以
隆
ま
ず
は
そ
の
中
に
現
れ
る
蒙
罪
し
や
「
差
湯
」
罪
公
室
告
」
、
商
置
「
賢
人
」
と
い
・
た
語
の
内
容
を
め
ぐ
・
て
激
し
い
議
論
四

が
戦
わ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
張
家
山
漢
簡
（
奏
識
書
や
二
年
律
令
）
が
公
開
さ
れ
る
と
、
親
族
の
連
坐
・
戸
の
継
承
な
ど
の
家
族
に
ま
つ
わ
る
諸
　
3
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制
度
の
解
明
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
今
日
、
黒
耶
秦
簡
、
更
に
や
や
時
代
は
下
る
が
、
走
馬
面
呉
簡
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
戸
籍
を
復
元
す
る
試
み

や
、
戸
に
対
す
る
統
計
的
な
分
析
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
最
後
の
方
面
に
関
し
て
は
、
近
年
鈴
木
直
美
氏
の
好
著
（
鈴
木
二
〇
一
二
）
が
上

梓
さ
れ
、
ま
た
鷲
尾
祐
子
氏
に
よ
り
精
緻
な
論
考
が
公
表
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
鷲
尾
二
〇
一
五
な
ど
）
。
両
氏
の
研
究
に
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多

い
。

　
こ
う
し
た
先
学
の
耀
み
に
倣
い
、
本
稿
で
も
出
土
資
料
の
分
析
を
通
じ
て
中
国
古
代
の
「
家
族
」
そ
し
て
「
親
族
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
取
り
扱
う
具
体
的
な
対
象
は
、
朱
・
陳
主
胸
算
〇
一
三
所
収
の
「
識
劫
娩
案
」
簡
。
こ
れ
は
、
『
為
獄
等
状
四
種
』
と
命
名
さ
れ
た
司
法

文
書
の
内
の
一
つ
で
、
第
一
類
「
奏
謝
文
書
」
中
の
第
七
案
例
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
通
し
番
号
第
一
〇
八
津
か
ら
第
＝
二
六
簡
ま
で
の
総
数

二
九
枚
の
竹
簡
か
ら
な
り
、
若
干
の
叢
話
箇
所
、
い
く
つ
か
の
不
明
な
文
字
は
あ
る
も
の
の
、
記
載
の
全
容
は
ほ
ぼ
完
全
に
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
案
例
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
っ
た
所
以
の
一
つ
で
あ
る
。

　
筆
者
が
こ
こ
で
目
指
し
た
の
は
、
当
該
時
代
に
お
け
る
家
族
・
親
族
と
い
う
関
係
、
及
び
そ
れ
に
深
く
関
連
す
る
人
間
関
係
の
実
相
を
些
か

な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
で
戸
籍
制
度
に
つ
い
て
論
及
す
る
が
、
当
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
用
い
て
国
家
が
い
か
に
人

民
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
っ
た
事
柄
を
間
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
の
登
録
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
人
々
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
を

論
じ
た
。
判
例
で
あ
る
「
叢
誌
愚
案
」
簡
を
素
材
と
し
て
選
ん
だ
i
律
の
如
き
国
家
の
定
め
た
規
定
を
直
接
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た

の
は
、
筆
者
の
か
か
る
視
点
に
も
由
来
す
る
。

　
以
下
、
ま
ず
二
つ
の
節
で
「
識
劫
窺
案
」
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
後
、
個
別
の
テ
ー
マ
と
し
て
第
三
節
で
は
奴
隷
（
「
妾
」
「
隷
」
）
、
第
四

節
で
「
舎
人
」
、
第
五
節
に
て
は
「
里
単
」
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
各
論
で
の
考
察
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
三
節
を

通
じ
て
の
総
合
的
な
結
論
と
い
っ
た
も
の
を
こ
こ
で
は
帰
納
し
て
い
な
い
。
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
有
り
体
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
識
劫
娩

案
」
の
考
釈
か
ら
派
生
し
て
奴
隷
以
下
の
問
題
群
を
あ
わ
せ
論
じ
た
、
と
説
明
す
る
の
が
最
も
正
し
い
。
ま
た
、
そ
の
第
三
節
以
下
の
論
題
も
、

狙
上
に
載
せ
た
の
は
こ
れ
ら
が
偶
然
本
案
例
に
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
理
由
は
な
い
。
し
か
も
、
選
択
し
た
対
象
が
い
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ある女性の告発をめぐって（下倉）

ず
れ
も
家
族
・
親
族
と
は
関
連
性
が
薄
い
も
の
ば
か
り
で
、
前
段
落
に
掲
げ
た
課
題
に
そ
ぐ
わ
な
い
テ
ー
マ
設
定
で
あ
る
と
、
一
見
す
れ
ば
強

く
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
え
て
自
己
弁
護
し
て
お
く
と
、
本
稿
で
は
家
族
・
親
族
の
構
成
員
　
　
た
と
え
ば
「
父
母
・
妻
子
・
同

産
」
な
ど
一
を
直
接
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
縁
に
位
置
す
る
と
形
容
す
べ
き
存
在
（
奴
隷
や
「
舎
人
」
）
・
組
織
（
「
蝶

番
」
）
に
わ
ざ
と
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
考
察
を
介
し
て
所
期
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
験
が
果

た
し
て
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
、
全
て
諸
先
達
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
他
な
い
の
だ
が
。

　
「
識
劫
粗
暴
」
に
関
し
て
は
、
『
為
獄
等
状
四
種
』
の
整
理
小
組
（
朱
・
陳
主
編
二
〇
～
三
、
主
監
は
欝
欝
あ
ん
ど
氏
）
が
既
に
詳
細
な
注
釈
を

加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
昨
年
柿
沼
二
〇
一
五
も
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
両
注
解
が
本
案
例
の
全
体
を
対
象
と
し
た
周
到
な
解
説
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
小
稿
は
あ
く
ま
で
も
特
定
の
関
心
か
ら
発
し
た
部
分
的
な
耳
聞
に
過
ぎ
な
い
。
説
明
の
不
十
分
な
点
、
重
大
な
る
蝦
疵
等
、
多
々

問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
伏
し
て
両
氏
の
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

第
…
節
　
　
「
識
劫
娚
案
」
簡
の
原
文

ま
ず
は
、
本
案
例
の
原
文
を
掲
げ
よ
う
。

～
○
八

～
〇
九

～
｝
〇

一
　
一

＝
二

＝
三

図
之
十
八
年
八
月
丙
戌
大
女
子
娩
自
室
日
七
月
為
子
小
走
馬
東
灘
家
鼠
鐘
本
葺
夫
＝
建
公
書

昌
士
五
積
」
喜
．
遺
銭
六
萬
八
千
三
百
有
券
媛
匿
不
悪
獣
為
醤
、
選
点
綾
布
縢
一
、
舎
客
室
一
、
公
子

識
劫
婦
B
以
騨
室
鼠
識
不
鼠
識
瓢
且
告
娩
匿
砦
婦
恐
即
猿
繋
室
鼠
識
為
建
等
折
鶴

券
弗
責
先
自
告
瓢
識
劫
娩

娩
日
與
鐘
同
居
故
炎
＝
浦
妾
流
御
娩
＝
産
錆
女
皇
、
流
出
危
以
十
歳
時
習
流
蚤
取
妻
居
可
二

歳
滞
免
娩
為
庶
人
妻
娩
＝
有
産
男
裸
女
若
干
二
歳
奉
告
宗
人
里
人
夫
一
一
快
、
暴
走
馬
二
上
造
畢
、
頷
日
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滞
有
子
娩
所
四
人
不
取
妻
　
欲
令
娩
入
宗
出
里
輩
賦
與
里
入
薫
製
食
上
等
日
豊
娩
輿
入
宗
、
里

人
不
幸
死
者
出
箪
賦
如
官
人
妻
居
六
歳
墜
死
綴
代
為
熟
爵
後
有
鷺
宅
、
識
故
為
政
隷
同
居
柿

以
三
歳
時
為
識
取
妻
居
一
歳
為
識
買
室
頁
五
千
銭
急
難
一
匹
稻
田
鰻
畝
異
識
＝
從
単
流
海
雲
蹄

謂
娩
日
浦
未
死
時
言
以
騨
舎
客
室
鼠
識
講
欲
得
、
娩
直
流
死
時
不
令
鼠
識
一
一
弗
當
得
識
日
娩

匿
讐
不
鼠
識
＝
且
告
娩
＝
以
匿
砦
故
即
智
騨
室
流
早
死
弗
単
管
斎
堂
客
室
鼠
駆
馳
告
娩
不
智
戸

籍
不
為
妻
為
免
妾
故
宣
如
前
幽
識
田
自
小
為
浦
隷
浦
聖
上
造
狗
鞍
上
造
羽
子
女
欝
為
識
妻

令
狗
告
羽
日
且
以
布
緯
會
客
室
鼠
識
」
羽
乃
許
滞
＝
薬
嚢
鳥
取
齢
即
認
識
買
室
分
識
馬
田

異
識
而
不
以
騨
舎
客
室
鼠
識
＝
函
囲
國
識
圃
受
皇
軍
蹄
浦
巳
死
識
以
流
未
毒
言
謂

娩
一
一
不
以
騨
塞
鼠
識
＝
且
告
娩
匿
砦
娩
乃
鼠
識
＝
即
弗
告
識
以
浦
含
煮
騨
室
非
難
娩
理
智

娩
日
劫
之
故
官
如
娩
爵
建
．
昌
、
積
［
．
］
喜
、
遺
賢
故
貴
息
舎
人
図
織
建
工
銭
以
市
販
共
分
癩
市

折
建
負
七
百
、
昌
三
萬
三
千
、
積
六
千
六
百
．
喜
二
萬
二
千
、
遺
六
田
券
責
手
＝
等
濡
未
暴
評
欲
告

娩
一
一
即
折
券
不
責
建
官
如
娩
鰺
嫉
快
臣
鄭
重
頷
言
如
娩
麟
狗
羽
齢
躍
如
識
幽
義
、
若
小
不
訊
必
死

働
卿
唐
佐
更
日
浦
免
娩
為
庶
人
即
書
戸
籍
善
悪
妾
浦
後
妻
娚
不
告
唐
更
書
籍
為
免
妾
不
響
岩

鐙
詰
識
、
浦
未
死
錐
告
狗
羽
且
以
魏
舎
客
室
鼠
識
面
後
不
鼠
輩
一
一
弗
求
餌
壷
識
更
買
室
分
量
黒
馬

異
識
、
流
死
時
有
不
令
」
鐘
巳
代
為
戸
後
宮
騨
宅
早
着
當
得
何
故
尚
求
騨
室
日
濃
鼠
識
一
一
且
告
娩

匿
醤
媛
即
以
其
故
鼠
識
是
劫
焼
夷
云
非
基
調
解
」
識
日
［
欲
得
連
管
娩
不
鼠
識
＝
誠
恐
謂
且
告
娩
＝
乃
鼠

識
＝
實
弗
當
得
上
以
識
為
劫
娩
睾
識
瓢
面
識
離
塁
悪
鳥
樹
蔭
如
露
幽
問
匿
醤
税
及
室
欝
欝
直

各
過
六
百
六
十
鑓
宅
如
辞
幽
鞠
之
娩
為
夫
＝
浦
妾
滞
御
霊
＝
産
義
、
妓
沫
妻
危
死
浦
免
娩
為
庶
人
以

為
妻
有
産
必
」
若
籍
為
免
妾
、
流
死
古
代
黒
戸
後
書
密
着
諸
悪
砦
視
直
過
六
百
六
十
銭
嵩
淳
熟
篇

識
劫
．
識
為
浦
隷
流
為
取
妻
欲
以
騨
舎
客
室
鼠
識
後
経
界
為
買
薬
善
縁
一
匹
田
廿
畝
異
識
、
浦
死
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六五四
識
後
求
騨
室
㎞
娩
弗
臼
繊
識
恐
珊
醐
娩
日
嗣
口
娩
謄
一
越
川
霧
以
故
再
臨
騨
＝
雲
モ
重
過
⊥
ハ
百
［
中
脳
十
鏡
一
得
皆
｛
番
疑

娩
為
夫
二
妻
為
庶
人
及
識
畢
澱
宜
縣
論
敢
漱
之

鯵
吏
議
娩
為
夫
一
一
□
妻
貨
識
一
…
甲
或
日
娩
為
庶
人
完
識
為
城
旦
繁
足
鼎
蜀

ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
未
詳
の
箇
所
を
確
認
し
て
お
く
と
、
第
一
簡
に
あ
た
る
簡
番
号
一
〇
八
の
冒
頭
が
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
二
三
簡
も
一
部
断
欠
し
て

い
る
。
擦
れ
て
判
読
不
能
な
文
掌
が
八
字
あ
り
、
整
理
小
組
は
そ
の
内
の
五
字
に
意
を
以
て
文
字
を
補
う
。
更
に
本
案
例
に
は
、
判
決
に
関
わ

る
記
述
が
欠
け
て
い
る
。
最
終
簡
で
あ
る
一
三
六
簡
の
後
に
、
本
来
は
こ
れ
に
該
当
す
る
簡
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
識
劫
娩
案
」
簡
は
、
記
載
の
形
式
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
る
と
、
三
つ
の
ま
と
ま
り
に
わ
か
れ
て
い
る
。
第
一
群
は
一
〇
八
簡
か
ら
一

一
一
簡
ま
で
で
、
娩
と
い
う
名
の
女
性
に
よ
る
被
害
の
届
け
出
に
相
当
す
る
。
告
訴
人
で
あ
る
娩
が
最
初
に
訴
え
出
た
際
の
内
容
を
書
き
留
め

た
も
の
、
あ
る
い
は
提
出
さ
れ
た
訴
状
を
転
記
し
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
第
一
　
二
か
ら
一
三
五
ま
で
の
簡
で
、
こ
こ
に
は
審
理
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
告
発
者
へ
の
聴
取
に
始
ま
り
、
被

疑
者
の
供
述
、
関
係
者
に
対
す
る
査
問
を
経
た
後
、
被
疑
者
へ
の
再
尋
問
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
官
府
に
お
け
る
最
終
の
照
会
、
事
件
の
総
括
へ

と
進
み
、
最
後
に
量
刑
に
あ
た
っ
て
の
疑
問
点
が
示
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
告
訴
内
容
の
記
述
に
続
く
各
人
の
調
書
や
審
議
結
果
な
ど
の
記
載

に
は
、
そ
の
冒
頭
に
必
ず
「
鯵
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
最
終
簡
で
あ
る
第
…
三
六
簡
に
は
、
疑
義
に
対
す
る
上
級
官
庁
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
。
原
文
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
当
簡
は
こ
の

一
枚
の
み
で
独
立
し
て
お
り
、
「
無
罪
内
案
」
簡
全
体
の
第
三
番
目
の
パ
ー
ツ
を
な
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
後
に
判
決
の
～
文
が
続
い
て
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
独
立
し
た
一
枚
の
簡
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

43　（43）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
　
「
識
劫
娚
案
」
の
訓
読
及
び
解
説

　
次
に
書
簡
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
ま
ず
順
次
訓
読
を
示
し
、

に
関
し
て
は
、
極
力
言
及
を
ひ
か
え
た
。

　
㈲
　
告
発
（
【
○
八
簡
～
一
【
　
簡
）

　
ま
ず
は
、
大
女
子
（
成
人
女
性
）
の
娩
に
よ
る
告
発
（
原
文
で
は
「
自
害
」
）
。

続
け
て
解
説
を
加
え
る
。
な
お
、
次
節
以
下
で
詳
述
す
る
事
項
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敢
て
之
を
澱
（
識
）
す
。
十
八
年
八
月
丙
戌
に
、
大
女
子
の
娩
自
ら
告
げ
て
曰
わ
く
、
七
月
に
子
の
小
走
馬
鐘
（
義
）
の
為
に
家
砦
（
貨
）
を
占
す
。
鐘

（
義
）
当
に
大
夫
の
建
、
公
準
の
昌
、
士
五
（
伍
）
の
積
・
喜
・
遺
に
結
託
万
八
千
三
百
を
奨
む
べ
く
、
券
有
る
も
、
娩
匿
し
て
吏
に
白
し
て
醤
（
貨
）

と
為
さ
ず
。
娩
に
市
布
騨
一
・
舎
客
室
一
有
り
。
公
士
の
識
娩
を
劫
か
し
て
日
わ
く
「
騨
・
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
よ
。
識
に
鼠
（
予
）
え
ず
ん
ば
、

識
且
に
娩
の
砦
（
貨
）
を
面
す
を
告
げ
ん
と
す
し
と
。
娩
恐
れ
、
即
ち
に
慰
・
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
う
。
建
等
の
為
に
券
を
折
棄
し
て
、
責
め
ず
。

先
ず
自
ら
告
げ
、
識
の
娩
を
劫
か
す
を
告
ぐ
。

　
一
〇
八
簡
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は
冒
頭
の
影
写
部
分
に
「
黒
黒
」
の
一
一
字
を
補
う
。
ま
た
、
当
簡
の
未
釈
文
字
を
「
責
」
字
と
推
定
す
る
。

右
の
訓
読
で
は
こ
の
指
摘
に
従
っ
た
。
更
に
、
同
齢
に
は
「
十
八
年
」
の
紀
年
が
確
認
さ
れ
る
。
整
理
小
組
は
こ
れ
を
「
秦
王
政
十
八
年
（
前

ニ
ニ
九
年
）
」
に
比
定
し
、
同
年
八
月
の
朔
日
が
丙
寅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
丙
戌
」
は
二
～
日
に
あ
た
る
と
解
説
す
る
。
本
案
例
は
、
正
確
を

期
せ
ば
戦
国
秦
極
末
の
事
案
で
あ
る
が
、
以
下
表
記
上
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
便
宜
的
に
こ
れ
を
痛
言
の
事
例
を
し
て
扱
う
。
こ
の
点
、

あ
ら
か
じ
め
了
解
さ
れ
た
い
。



ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
告
発
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
秦
王
政
十
八
年
七
月
に
大
女
子
の
娩
は
子
の
鐘
（
義
）
一
以
下
「
義
」
字
に
表
記
を
統
一
i
に
代
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
「
半
里
（
貨
）
」
、
即
ち
所
有
す
る
家
産
の
自
己
申
告
を
行
っ
た
。
こ
こ
の
原
文
に
「
小
走
馬
義
（
義
）
」
（
一
〇
八
簡
）
と
あ
り
、
義
が
未
成
年

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
文
に
よ
る
と
、
「
小
」
で
あ
る
が
故
に
彼
へ
の
聴
取
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
家
産
の
申
告
に
あ
た
っ
て
母
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
娩
が
代
行
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
娩
は
家
産
の
～
部
を
届
け
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
夫
の
建
、
公
卒
の
昌
、
士
伍
の
積
・
喜
・
遺
に
対
す
る
債
権
で
、
合
計
金
額

は
六
万
八
千
三
百
銭
に
及
ん
だ
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
公
士
の
識
が
娠
を
ゆ
す
っ
た
の
で
あ
る
。
「
市
布
騨
一
・
舎
客
室
こ
を
譲
り
渡
さ
な

け
れ
ば
秘
匿
の
事
実
を
お
上
に
告
げ
る
ぞ
と
識
は
脅
迫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
恐
れ
た
娩
は
識
の
要
求
に
従
っ
た
が
、
そ
の
後
、
「
券
」
（
債
務
の

証
文
）
を
破
棄
し
て
、
建
等
の
借
金
を
棒
引
き
に
し
、
そ
う
し
た
上
で
識
を
恐
喝
犯
と
し
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
原
文
に
見
え
る
「
欝

告
」
（
　
○
八
簡
）
、
「
先
自
告
」
（
＝
一
簡
）
は
、
未
発
覚
の
犯
罪
を
犯
罪
者
自
身
が
官
に
告
白
す
る
こ
と
。
整
理
小
組
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

二
年
律
令
で
は
「
自
告
」
に
よ
っ
て
罪
～
等
を
減
じ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
一
〇
九
簡
に
は
「
娩
有
市
布
騨
一
・
舎
客
室
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
文
に
よ
る
と
、
こ
の
「
騨
・
室
」
は
義
が
相
続
し
た
「
家
貨
」

の
一
部
で
、
娩
が
所
有
す
る
個
人
的
な
不
動
産
で
は
な
い
。
「
娩
有
」
云
々
と
い
う
記
述
は
や
や
厳
密
さ
に
欠
け
る
、
誤
解
を
生
み
や
す
い
表

記
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
窺
が
告
発
し
た
際
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
書
き
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
　
審
理
（
㎜
一
二
簡
～
＝
一
㎜
五
簡
）

　
本
案
例
の
中
核
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
審
理
は
「
関
係
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
↓
被
疑
者
の
再
尋
問
↓
官
府
に
お
け
る
照
会
↓
事
件
の
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

括
」
と
い
う
流
れ
で
進
ん
で
い
る
。
以
下
、
各
段
階
に
わ
け
て
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
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①
媛
へ
の
聴
取

娩
曰
わ
く
、
鐘
（
義
）
と
同
居
す
。

滞
妻
を
取
（
嬰
）
ら
ず
。

故
大
夫
浦
の
妾
た
り
。
浦
娩
を
御
し
、
娩
鐘
（
義
）
・
女
の
挾
を
産
む
。
浦
の
臆
面
十
歳
の
時
を
以
て
死
す
る
も
、
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「
同
居
」
に
つ
い
て
は
、
雲
叢
睡
錨
地
秦
簡
の
発
見
以
降
、
「
戸
」
や
「
島
人
」
と
い
っ
た
語
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
展
開

　
　
　
　
③

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
法
制
用
語
と
し
て
の
意
味
内
容
に
関
し
て
は
今
な
お
意
見
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
本
案
の
用
例
に
限
っ
て
い

え
ば
、
整
理
小
組
の
注
釈
i
「
同
居
、
共
同
居
住
、
在
法
律
上
以
戸
籍
記
載
為
標
準
、
指
同
属
～
戸
」
　
　
に
従
い
た
い
。
本
来
は
戸
主
で

あ
る
義
が
自
ら
「
家
貨
」
を
「
占
」
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
彼
が
未
成
年
で
あ
る
た
め
、
共
住
・
同
籍
で
あ
る
母
の
娩
が
代
理
と
し
て
そ
れ
を
行

っ
た
。
つ
ま
り
、
娩
の
「
占
」
代
行
に
法
制
上
毅
疵
の
な
い
こ
と
が
「
岡
居
」
の
語
に
よ
っ
て
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
娚
は
も
と
も
と
大
夫
の
浦
の
妾
、
即
ち
女
奴
隷
で
あ
っ
た
。
主
人
で
あ
る
流
に
寵
愛
さ
れ
、
寝
所
に
侍
し
、
や
が
て
二
人
の
子
ど
も
を
産
ん

だ
。
一
人
が
義
で
あ
り
、
い
ま
一
人
が
「
嫉
」
と
い
う
名
の
女
児
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
疑
義
・
女
の
妓
を
産
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

後
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
当
時
、
娘
の
嫉
は
既
に
成
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
娩
の
第
一
子
は
妓
で
あ
っ

て
、
義
で
は
な
い
。
第
二
子
で
あ
る
義
の
名
が
先
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
柿
沼
氏
は
、
彼
が
長
男
で
、
父
浦
の
「
読
後
・
戸

後
」
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
推
測
す
る
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
公
文
書
で
は
子
を
列
記
す
る
際
、
出
生
の
順
で
は
な
く
、
男
女
の
順
序
で
表
記
す

る
の
が
通
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
案
例
も
そ
れ
に
準
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
流
に
は
「
危
」
と
い
う
名
の
正
妻
が
い
た
。
彼
女
は
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
整
理
小
組
が
解
説
す
る
と
お
り
、
原
文
「
以
十
年

時
」
（
＝
二
次
）
の
「
以
」
字
は
「
在
」
乃
至
は
「
於
」
に
あ
た
る
。
続
く
原
文
「
不
通
（
嬰
）
妻
」
（
同
簡
）
は
、
「
正
妻
の
死
亡
後
、
あ
ら

た
め
て
後
妻
を
嬰
ら
な
か
っ
た
」
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
全
く
同
一
の
表
現
が
一
一
四
簡
に
も
確
認
さ
れ
る
。



居
る
こ
と
二
歳
可
り
し
て
、
浦
娩
を
免
じ
て
庶
人
と
為
し
、
娩
を
妻
と
す
。
嫁
有
（
又
）
た
男
の
必
・
女
の
若
を
産
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
正
妻
が
没
し
て
か
ら
二
年
ば
か
り
後
、
即
ち
こ
の
一
件
が
生
じ
る
八
年
ほ
ど
前
に
、
浦
は
娩
を
奴
隷
の
身
分
か
ら
解
放
し
て
「
庶
人
」
と
な

し
た
。
そ
う
し
た
上
で
彼
は
娩
を
己
の
妻
と
し
た
。
当
該
箇
所
を
字
面
の
と
お
り
に
訳
せ
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
文

の
内
容
を
ふ
ま
え
る
と
、
若
干
の
補
足
説
明
が
必
要
と
な
る
。

　
後
に
郷
の
担
当
者
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
浦
は
婚
姻
に
伴
う
手
続
き
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
娩
が
彼
の
妻
で
あ
る
と
戸
籍
に
は
登
録

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
流
が
娩
を
妻
と
す
」
と
媛
は
供
述
す
る
も
の
の
、
そ
の
真
偽
が
疑
わ
れ
て
お
り
、
本
案
で
は
こ
の
判
定
が

一
つ
の
疑
点
と
し
て
奏
謝
さ
れ
て
い
る
。
戸
籍
が
未
変
更
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
娩
も
今
次
の
告
発
時
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
が
、
か
か

る
事
実
を
知
っ
た
後
も
、
彼
女
は
依
然
と
し
て
自
身
が
浦
の
妻
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
、
決
し
て
そ
れ
を
曲
げ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
さ
て
、
娩
は
「
妻
」
と
な
っ
た
後
、
更
に
二
人
の
子
を
出
産
す
る
。
二
子
に
つ
い
て
「
男
の
必
・
女
の
若
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

表
記
は
男
児
・
女
児
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
出
生
順
で
あ
る
か
は
不
明
。
な
お
、
両
子
は
八
年
以
内
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
と
も
に

未
成
年
者
で
あ
っ
た
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

居
る
こ
と
二
歳
、
流
宗
人
の
土
入
た
る
大
夫
快
・
臣
、
走
馬
の
拳
、
上
筆
の
嘉
・
頷
に
沓
げ
て
曰
わ
く
「
浦
に
子
の
娩
の
所
の
四
人
有
れ
ば
、
妻
を
取

（
嬰
）
ら
ず
。
窺
を
し
て
宗
に
入
れ
、
里
単
玉
を
出
だ
し
、
里
人
と
通
じ
て
歓
（
飲
）
食
せ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
。
管
掌
曰
わ
く
「
可
な
り
」
と
。
窺
即

ち
宗
に
入
り
、
里
人
の
不
幸
に
し
て
死
す
る
者
の
た
め
に
単
賦
を
出
だ
す
こ
と
、
宜
の
人
の
妻
の
如
し
。

　
更
に
二
年
後
、
即
ち
遡
る
こ
と
六
年
前
、
浦
は
大
夫
の
快
等
に
い
く
つ
の
申
し
出
を
行
う
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
は
後
節
で
検
討

を
加
え
る
こ
と
に
し
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
目
的
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
き
た
い
。
流
は
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
私
に
は
娩
の
産
ん
だ
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子
が
四
人
い
て
、
後
を
継
ぐ
者
の
心
配
は
い
ら
な
い
。
新
た
に
子
を
も
う
け
る
必
要
は
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
別
に
妻
を
嬰
ら
ず
、
四

人
の
子
の
母
で
あ
る
娩
を
妻
と
し
て
遇
し
た
い
。
」
こ
の
段
落
の
最
後
に
「
単
賦
を
出
だ
す
こ
と
、
嘗
の
人
の
妻
の
如
し
」
と
見
え
る
か
ら
、

か
か
る
申
し
入
れ
の
眼
目
は
、
娩
が
自
身
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
社
会
的
に
認
知
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
と
了
解
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
か
っ
て
の
経
緯
に
つ
い
て
娩
が
こ
こ
で
あ
え
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
自
分
が
間
違
い
な
く
浦
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
証
し

よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浦
は
生
前
に
自
身
の
妻
と
し
て
己
を
周
囲
に
披
露
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
そ

の
立
場
に
見
あ
っ
た
社
会
的
な
資
格
を
用
意
し
て
く
れ
た
。
戸
籍
上
の
蝦
疵
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
十
分
に
妻
で
あ
る
条
件
を
満
た
し
て

い
る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
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居
る
こ
と
六
歳
、
浦
死
す
。
競
（
義
）
代
り
て
戸
・
爵
後
と
為
り
、
難
・
宅
を
有
す
。

　
そ
し
て
六
年
後
、
即
ち
本
年
秦
王
政
十
八
年
に
浦
は
死
去
し
た
。
子
の
義
が
戸
後
・
丹
後
と
な
り
、
「
市
布
騨
一
・
舎
客
室
こ
を
相
続
し

た
の
で
あ
る
。
「
鷺
・
宅
」
が
娩
の
所
有
物
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
段
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
市
布
難
・
舎
客
室
に
関
し
て
一
言
し
て
お
く
と
、
整
理
小
組
・
柿
沼
氏
は
前
者
を
と
も
に
「
布
を
売
る
店
」
と
説
く
。
後
者
に
つ
い
て
、
柿

沼
氏
は
「
逆
旅
（
宿
屋
一
般
）
と
は
異
な
り
、
客
用
の
宿
舎
か
」
と
解
説
す
る
。
営
利
目
的
の
施
設
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は

い
ま
一
つ
判
然
と
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
段
で
は
「
舎
客
室
」
を
「
宅
」
と
簡
称
し
て
い
る
が
、
＝
一
二
簡
で
は
「
室
」
字
を
用
い
て
い

る
。

識
は
故
流
の
隷
為
り
て
、
同
居
す
。
浦
三
歳
の
時
を
以
て
識
の
為
に
妻
を
取
（
嬰
）

馬
一
匹
・
稲
田
廿
（
二
十
）
畝
を
分
ち
て
、
識
を
異
す
。

る
。
居
る
こ
と
一
歳
、
識
の
為
に
室
を
買
い
、
買
（
償
）
は
五
千
銭
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
こ
か
ら
は
話
題
が
変
わ
っ
て
、
被
疑
者
で
あ
る
識
に
関
す
る
証
言
。
識
は
も
と
浦
の
「
隷
」
（
奴
隷
）
で
、
浦
と
「
同
居
」
（
共
住
同
工
）
し

て
い
た
。
三
年
前
の
こ
と
、
浦
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
妻
を
理
り
、
そ
の
一
年
後
、
浦
は
識
の
た
め
に
家
を
購
入
し
た
。
そ
し
て
、
馬
一
匹
・
稲

田
一
一
十
畝
を
「
分
」
し
、
識
を
「
異
」
し
た
と
い
う
。
整
理
小
組
は
「
異
」
を
「
流
の
戸
よ
り
分
筆
す
る
」
の
意
と
説
く
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
具
体
的
な
検
討
は
後
節
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
結
論
の
み
示
し
て
お
く
と
、
「
分
」
は
家
財
を
分
与
す
る
こ
と
、
「
異
」
は
「
猿
戸
」
と
同
義

で
、
戸
と
し
て
独
立
さ
せ
る
の
意
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
分
母
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
「
同
居
」
関
係
は
完
全
に
改
ま
っ
た
と
見

な
し
え
よ
う
。

識
従
軍
す
る
に
、
滞
死
す
。
来
り
帰
る
に
、
娩
に
謂
い
て
曰
わ
く
「
浦
未
だ
死
せ
ざ
る
時
に
騨
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
う
と
雷
う
に
、
識

得
ん
と
欲
す
」
と
。
娩
謂
わ
く
「
浦
の
死
す
る
時
に
識
に
鼠
（
予
）
う
る
を
令
せ
ざ
れ
ば
、
識
当
に
得
べ
か
ら
ず
」
と
。
識
曰
わ
く
「
娩
皆
（
貨
）
を

匿
す
。
識
に
鼠
（
予
）
え
ざ
れ
ば
、
識
且
に
娩
を
告
げ
ん
と
す
」
と
。
窺
讐
（
賀
）
を
点
す
を
以
て
の
故
に
、
即
ち
騨
・
室
を
鼠
（
予
）
う
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

識
が
「
分
異
」
し
た
の
は
二
年
前
の
秦
王
政
十
六
年
（
前
二
三
一
年
置
、
翌
十
七
年
に
秦
は
韓
を
滅
ぼ
し
、
更
に
十
分
年
に
は
趙
に
大
規
模
な
攻

撃
を
仕
掛
け
る
。
識
が
い
ず
れ
の
戦
闘
に
従
軍
し
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
こ
の
間
に
浦
が
死
亡
し
た
。
そ
し
て
帰
還
し
た
識
が
娩
の
も
と
を

訪
れ
、
か
の
「
難
・
室
」
を
己
に
譲
り
渡
す
よ
う
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
生
前
に
滞
が
そ
れ
を
与
え
る
と
い
っ
た
、
だ
か
ら
請
求
に
来
た
の
だ
と

識
は
主
張
す
る
。

　
娩
に
と
っ
て
俄
に
は
信
じ
が
た
い
話
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
反
論
一
原
文
を
示
す
と
「
流
死
時
不
令
鼠
（
予
）
識
」
（
一
一
七
簡
）
！
に
見

え
る
「
令
」
と
は
、
整
理
小
組
・
柿
沼
氏
が
注
す
る
よ
う
に
、
「
先
令
」
（
遺
言
）
の
意
。
浦
は
死
に
際
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
残
し
て

は
い
な
い
と
、
識
の
要
求
を
娩
は
拒
否
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
財
産
秘
匿
の
罪
を
暴
露
す
る
と
脅
さ
れ
、
や
む
な
く
識
に
「
騨
・
室
」
を

与
え
た
と
娩
は
供
述
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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浦
の
未
だ
死
せ
ざ
り
し
と
き
、
難
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ん
と
欲
せ
ず
ん
ば
、
娩
に
告
げ
ず
。
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整
理
小
組
は
、
こ
の
原
文
（
一
一
八
簡
）
に
「
半
漁
死
金
欲
以
騨
舎
客
室
鼠
（
予
）
識
。
不
告
娩
、
〔
後
略
〕
」
と
標
点
を
付
す
。
つ
ま
り
、

「
不
告
娩
」
の
三
字
は
次
の
句
に
繋
げ
る
と
解
す
る
。
柿
沼
氏
は
「
浦
未
死
弗
欲
襟
帯
舎
客
室
鼠
（
予
）
識
。
不
告
娩
。
」
と
両
句
に
句
点
を

付
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
一
文
と
見
な
す
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
筆
者
は
、
二
つ
の
句
で
一
文
を
な
し
て
お
り
、
右
の
如
く
訓
読
し
て

以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
流
は
、
死
の
直
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
前
に
お
い
て
も
「
緯
・
室
」
を
識
に
与
え
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ

故
、
こ
の
件
に
関
し
て
一
度
も
私
に
告
げ
な
か
っ
た
の
だ
。
生
き
て
い
る
間
に
些
か
も
そ
の
旨
を
ほ
の
め
か
さ
な
か
っ
た
の
は
、
識
の
述
べ
る

よ
う
な
気
持
ち
が
滞
に
は
微
塵
も
な
か
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
「
識
の
発
言
は
全
く
の
虚
偽
だ
」
と
娩
は
否
定
す
べ
く
、
最
後
に
こ

う
駄
目
を
押
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。

戸
籍
の
妻
為
ら
ず
、
免
妾
為
る
の
故
を
智
（
知
）
ら
ず
。
官
は
前
の
如
し
。

　
㈱
の
告
発
の
後
、
損
当
官
庁
は
何
ら
か
の
裏
付
け
調
査
に
着
手
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
、
娩
の
戸
籍
上
の
身
分
が
本
人
の
陳
述
す
る

と
こ
ろ
と
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
か
か
る
矛
盾
点
に
つ
い
て
担
当
者
が
娩
を
問
い
た
だ
し
、
そ
れ
を
受
け
て
今
般

の
供
述
が
行
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
本
案
例
で
は
告
発
者
に
よ
る
供
述
が
連
続
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
と
柿
沼
氏
は

述
べ
ら
れ
る
が
、
告
発
内
容
に
疑
問
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
場
合
、
原
告
に
対
す
る
尋
問
が
ま
ず
最
初
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
え
た
で

あ
ろ
う
。

　
右
の
最
後
の
一
文
は
、
担
当
者
の
問
い
に
対
す
る
直
接
の
回
答
部
分
で
、
戸
籍
上
の
記
載
に
つ
い
て
は
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
事
実
だ
と
、
娩
は



答
え
て
い
る
に
相
違
あ
る
ま
い
。
当
該
の
｝
文
に
関
し
て
、
柿
沼
氏
は
「
娩
が
戸
籍
上
流
の
妻
で
な
く
免
妾
扱
い
で
あ
る
点
を
弁
解
し
て
い

る
」
と
解
説
す
る
が
、
こ
れ
を
「
弁
解
」
と
評
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

②
識
へ
の
聴
取

鯵
翌
日
わ
く
、
小
き
と
き
自
り
浦
の
隷
為
り
。
浦
上
造
の
狗
を
し
て
上
造
の
羽
の
子
女
齢
を
求
め
て
識
の
妻
と
為
さ
し
め
ん
と
す
。
狗
を
し
て
羽
に
告
げ

し
め
て
曰
わ
く
「
且
に
布
鷺
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ん
と
す
」
と
。
羽
乃
ち
浦
に
許
す
。
流
巳
（
已
）
に
識
の
為
に
齢
を
取
（
姿
）
る
に
、

即
ち
識
の
為
に
室
を
買
い
、
識
の
馬
・
田
を
分
ち
て
、
識
を
寄
す
。
陥
れ
ど
も
騨
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ず
。
識
も
關
因
園
國
団
、
識

同
瑠
を
受
く
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
娩
の
供
述
に
続
い
て
、
被
疑
者
で
あ
る
識
へ
の
聴
取
が
行
わ
れ
た
。
識
は
幼
き
と
き
よ
り
浦
の
「
隷
」
で
あ
っ
た
が
、
滞
は
彼
の
た
め
に
上

書
の
羽
の
娘
・
齢
を
妻
と
し
て
異
っ
た
。
上
造
の
狗
を
介
し
て
羽
に
娘
の
婚
入
を
申
し
入
れ
た
浦
は
、
そ
の
際
、
件
の
「
騨
・
室
」
を
識
に
譲

る
つ
も
り
だ
と
、
羽
に
告
げ
た
と
い
う
。
こ
の
話
を
聞
き
、
羽
は
結
婚
を
承
諾
し
た
。
婿
が
無
…
文
で
な
い
と
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
以

上
は
識
の
婚
姻
に
関
す
る
そ
の
詳
し
い
経
緯
で
、
娚
の
供
述
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
陳
述
の
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
、

浦
は
識
に
「
騨
・
室
」
を
与
え
る
と
発
言
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
識
が
窺
に
告
げ
た
事
実
は
虚
偽
で
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
譲
渡
は
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
娩
が
既
に
供
述
す
る
如
く
、
欝
の
婚
入
後
、
流
は
識
の
た
め
に
家
を
買
い
、
更
に
馬

と
稲
田
を
分
与
し
た
。
「
騨
・
室
」
の
代
替
と
し
て
授
け
た
の
で
あ
る
（
後
述
）
。
最
後
の
一
文
は
、
整
理
小
組
の
釈
文
に
従
っ
て
文
字
を
補
っ

た
が
、
末
尾
の
　
句
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
い
ま
一
つ
判
然
と
し
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
識
は
、
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
「
騨
・

室
」
に
つ
い
て
当
時
自
ら
も
そ
の
譲
渡
を
要
求
し
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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軍
帰
る
に
、
流
巳
（
已
）
に
死
す
。
識
流
の
未
だ
死
せ
ざ
る
と
き
の
言
を
以
て
娩
に
謂
う
も
、
娩
騨
・
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ざ
れ
ば
、
識
且

に
娩
の
醤
（
貨
）
を
匿
す
を
告
げ
ん
と
す
。
娩
乃
ち
識
に
鼠
（
予
）
え
る
に
、
識
即
ち
告
げ
ず
。
識
は
浦
の
雷
を
以
て
難
・
室
を
求
め
た
れ
ば
、
娩
を

劫
か
す
に
非
ず
。
娩
の
之
を
劫
か
す
と
日
う
の
故
を
智
（
知
）
ら
ず
。
吃
は
娠
の
如
し
。
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私
（
識
）
は
帰
還
し
た
後
、
浦
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
、
娩
の
も
と
を
訪
れ
「
騨
・
室
」
を
渡
す
よ
う
要
求
し
た
。
さ
れ
ど
娩
は
肯
ん
じ
な

い
。
そ
こ
で
、
申
告
漏
れ
の
件
を
告
発
す
る
と
い
っ
た
ま
で
の
こ
と
。
流
が
か
つ
て
譲
渡
す
る
と
述
べ
た
か
ら
、
今
回
は
そ
れ
に
従
っ
た
だ
け

で
あ
る
。
正
当
な
要
求
で
あ
っ
て
、
決
し
て
娩
へ
の
脅
迫
に
は
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
娩
が
脅
さ
れ
た
と
訴
え
出
た
の
か
、
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。

識
は
こ
の
よ
う
に
供
述
す
る
の
で
あ
る
。

③
建
自
甲
積
・
喜
・
遺
へ
の
聴
取

鯵
建
・
昌
・
積
・
喜
・
遣
曰
わ
く
、
故
流
の
舎
入
為
り
。
門
浦
】
建
等
に
銭
を
織
（
貸
）
し
、
以
て
市
販
し
、
共
に
臓
を
分
け
ん
と
す
る
も
、
回
し
て
折
す

る
に
、
建
は
七
百
を
負
い
、
昌
は
三
三
三
千
、
積
は
六
千
六
百
、
喜
は
二
士
二
千
、
遺
は
六
田
。
券
も
て
建
言
を
責
め
る
に
、
昇
等
未
だ
賞
（
償
）
わ
ざ

る
も
、
識
娩
を
告
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
娩
即
ち
に
券
を
漏
し
、
建
を
責
め
ず
。
官
は
娩
の
如
し
。

　
次
は
面
輪
五
名
に
対
す
る
尋
問
。
原
文
は
一
二
三
～
～
二
五
簡
に
見
え
る
が
、
＝
一
三
簡
は
一
部
欠
落
し
て
お
り
、
整
理
小
組
は
そ
こ
に

「
流
」
の
一
字
を
補
う
。
右
の
訓
読
の
【
】
内
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
彼
ら
五
人
は
い
ず
れ
も
、
も
と
流
の
舎
人
で
あ
っ
た
。
「
市
販
」
と
は
「
商
売
」
、
「
蕊
」
は
「
利
益
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
（
整
理
小
組
注
・

柿
沼
二
〇
｝
五
参
照
）
、
建
等
は
浦
か
ら
資
金
の
提
供
を
受
け
て
商
い
を
行
い
、
そ
の
儲
け
は
分
配
す
る
と
取
り
決
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、



「
折
」
（
欠
損
）
と
あ
る
よ
う
に
、
商
売
は
う
ま
く
い
か
ず
、
損
失
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
各
人
と
も
負
債
を
抱
え
、
そ
れ
は
未
払
い
の
状
態

で
あ
っ
た
が
、
娩
が
「
折
券
」
1
証
文
を
破
棄
し
た
た
め
、
債
務
は
帳
消
し
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
建
等
は
、
秘
匿
を
告
発
す
る
と
い
う
識

の
一
言
が
「
折
券
」
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。

④
妓
・
快
・
臣
・
拳
・
嘉
・
頷
へ
の
聴
取

幽
妓
・
快
・
臣
・
拳
・
嘉
・
額
の
言
う
こ
と
娩
の
如
し
。

⑤
狗
・
羽
・
齢
へ
の
聴
取

麟
狗
・
羽
・
齢
の
言
う
こ
と
識
の
如
し
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

⑥
義
・
若
へ
の
聴
取

爾
鐘
（
義
）
・
若
は
小
な
れ
ば
訊
せ
ず
。
必
は
死
せ
り
。

　
関
係
者
へ
の
聴
取
が
続
く
。
⑥
の
「
訊
」
に
つ
い
て
、
柿
沼
氏
は
籾
山
二
〇
〇
六
（
六
七
・
　
〇
九
頁
）
を
参
照
し
て
、
こ
れ
に
「
被
疑
者
に

対
す
る
訊
問
」
と
注
記
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
義
と
若
は
容
疑
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
話
の
つ
じ
つ
ま
が
合

わ
な
く
な
る
。
こ
こ
の
「
訊
」
は
「
関
係
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
」
の
意
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
用
例
は
張
家
山
漢
簡
・
奏
講
書
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⑦

の
中
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
娩
の
子
の
内
、
妓
（
④
に
見
え
る
）

で
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
長
男
の
義
よ
り
年
長
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

の
み
が
聴
取
の
対
象
と
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
娘
が
「
小
」
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⑦
郷
薔
夫
と
郷
佐
へ
の
聴
取

鯵
卿
（
郷
）
【
薔
夫
】
の
唐
・
【
郷
】
佐
の
路
銀
わ
く
、
沸
娩
を
免
じ
て
庶
人
と
為
す
に
、

す
る
も
、
唐
・
更
に
告
げ
ず
。
今
籍
は
「
免
妾
」
為
り
。
吃
を
智
（
知
）
ら
ず
。

即
ち
戸
籍
に
書
し
て
「
免
訴
」
と
日
う
。
滞
後
に
娩
を
妻
と

　
戸
籍
の
管
理
は
郷
が
行
っ
て
お
り
、
そ
の
業
務
を
担
当
す
る
膏
夫
の
唐
と
佐
の
更
が
呼
び
出
さ
れ
、
聴
取
を
受
け
た
。
流
は
「
免
妾
」
時
に

は
戸
籍
の
書
き
換
え
に
や
っ
て
き
た
が
、
娩
を
妻
と
し
た
際
に
は
申
請
に
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
今
で
も
戸
籍
は
「
免
妾
」
の
ま
ま
で
あ
る
、

と
二
人
は
証
雷
す
る
。
「
滞
後
に
娩
を
妻
と
す
る
も
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
浦
が
娩
を
嬰
つ
た
事
実
に
つ
い
て
は
両
人
と
も
既
に

聞
き
及
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

⑧
識
へ
の
詰
問

幽
居
を
詰
す
る
に
、
浦
未
だ
死
せ
ざ
る
と
き
、
狗
・
羽
に
告
げ
て
、
且
に
騨
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ん
と
す
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
後
に
識
に

鼠
（
予
）
え
ず
、
識
求
め
ず
、
巳
（
巴
）
に
識
の
為
に
望
め
て
室
を
買
い
、
識
に
田
・
馬
を
分
か
ち
て
、
識
を
圧
す
。
流
の
死
す
る
時
、
有
（
又
）
た
令

せ
ず
、
薫
（
義
）
巳
（
已
）
に
代
り
て
戸
後
と
為
り
、
騨
・
宅
を
有
す
れ
ば
、
識
当
に
得
る
べ
か
ら
ず
。
何
の
故
に
尚
お
難
・
室
を
求
め
て
「
識
に
鼠

（
予
）
え
ざ
れ
ば
、
識
且
に
娩
の
砦
（
貨
）
を
齎
す
を
告
げ
ん
と
す
」
と
日
う
？
媛
の
即
ち
其
の
故
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
う
る
は
、
閉
れ
娩
を
劫
か



し
た
る
に
、
而
れ
ど
も
劫
か
す
に
非
ず
と
云
い
は
、
何
の
解
あ
る
？

　
関
係
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
は
終
了
し
、
審
理
は
「
詰
」
、
即
ち
「
詰
問
」
の
段
階
へ
と
進
む
。
担
当
官
は
こ
れ
ま
で
の
聴
取
を
ふ
ま
え
て
、

以
下
の
如
く
事
実
関
係
を
確
定
し
て
い
く
。
第
一
に
は
、
浦
が
識
の
た
め
に
買
い
求
め
た
家
屋
、
分
与
し
た
馬
・
田
は
、
彼
に
与
え
ん
と
狗
・

羽
に
告
げ
た
「
騨
・
室
」
の
代
替
物
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
そ
の
譲
渡
を
流
は
霊
界
で
命
じ
て
お
ら
ず
、
件
の
「
騨
・
室
」
は
既
に
「
戸

後
」
た
る
義
の
所
有
に
帰
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
は
、
識
が
そ
れ
を
取
得
し
た
の
は
明
ら
か
に
娩
を
脅
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
娩

の
告
発
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
、
そ
の
行
為
は
脅
迫
罪
に
あ
た
る
と
識
を
問
い
た
だ
す
の
で
あ
る
。
続
い
て
こ
の
詰
問
に
対
す
る
識
の
回
答
。

識
日
わ
く
、
環
・
室
を
得
ん
と
欲
す
る
も
、
娩
識
に
鼠
（
予
）
え
ず
。
識
誠
に
恐
し
て
且
に
娩
を
告
げ
ん
と
す
と
謂
う
に
、
娩
乃
ち
識
に
鼠
（
予
）

う
。
識
実
に
当
に
得
べ
か
ら
ず
。
上
は
識
を
以
て
娩
を
塾
す
と
逸
し
、
識
を
睾
（
罪
）
せ
ん
と
す
る
に
、
識
以
て
避
け
る
母
（
無
）
し
。
官
の
解
母

（
無
）
し
。
睾
（
罪
）
あ
り
。
官
は
前
の
如
し
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
＝
一
九
簡
の
原
文
「
識
日
」
に
続
く
一
字
は
擦
れ
て
判
読
で
き
な
い
。
整
理
小
組
は
、
左
の
偏
の
部
分
が
「
禾
」
と
読
み
取
れ
る
こ
と
か
ら
、

文
意
よ
り
し
て
「
私
」
あ
る
い
は
「
利
」
字
の
可
能
性
が
高
い
と
し
な
が
ら
も
、
右
の
残
雪
部
分
が
こ
れ
に
合
致
し
な
い
た
め
、
未
墨
字
と
し

て
扱
う
。

　
識
は
詰
問
に
対
し
て
、
己
の
行
動
は
確
か
に
「
恐
」
、
即
ち
脅
し
で
あ
っ
て
、
「
騨
・
室
」
を
手
に
入
れ
た
の
は
不
当
で
あ
っ
た
。
お
上
が
判

定
す
る
と
お
り
、
確
か
に
私
に
は
罪
が
あ
る
と
、
金
面
的
に
審
理
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
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⑨
診
　
問
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舗
問
う
、
匿
す
と
こ
ろ
の
讐
（
貨
）
金
及
び
室
・
騨
は
、
減
（
賊
）
直
（
値
）
各
々
六
百
六
十
銭
を
過
ぐ
。
乞
は
辮
（
辞
）
の
如
し
。

　
「
賊
値
」
（
蹴
額
）
に
つ
い
て
の
照
会
が
行
わ
れ
た
。
娩
と
識
の
罪
、
即
ち
家
産
の
秘
匿
　
　
正
し
く
い
う
と
秘
匿
に
よ
る
税
金
逃
れ
一

と
脅
迫
に
よ
る
財
物
の
取
得
は
、
と
も
に
盗
罪
に
比
し
て
裁
か
れ
た
ら
し
い
。
恐
喝
に
関
し
て
は
、
二
年
律
令
（
盗
律
）
に
「
群
盗
及
び
亡
じ

て
群
盗
に
従
う
、
…
…
、
人
を
恐
令
し
以
て
銭
財
を
求
む
、
人
を
盗
殺
傷
す
、
…
…
、
自
ら
以
て
官
と
為
し
以
て
盗
む
は
、
皆
礫
」
（
六
五
～
六

六
簡
）
と
あ
り
、
穿
初
で
は
確
か
に
盗
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
右
の
「
問
」
（
診
問
）
に
お
い
て
、
今
般
の
賊
額
は
い
ず
れ
も
「
六
百
六
十

銭
以
上
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
睡
虎
地
肌
律
・
二
年
律
令
ど
ち
ら
の
規
定
で
も
、
科
罰
の
基
準
と
し
て
は
最
高
の
額
に
あ
た
る
。
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

刑
も
「
鯨
城
旦
春
」
と
最
も
重
い
。

⑩
鞠

麟
之
を
鞠
す
る
に
、
娩
は
大
夫
湘
の
妾
為
り
。
浦
娩
を
御
し
、
娩
鐘
（
義
）
・
嫉
を
産
む
。
浦
の
妻
危
死
す
る
や
、
浦
娩
を
免
じ
て
庶
人
と
為
し
、
以

て
妻
と
為
す
に
、
有
（
又
）
た
必
・
若
を
産
む
。
籍
は
「
免
妾
」
為
り
。
滞
の
死
す
る
や
、
黄
（
義
）
代
り
て
戸
の
後
と
為
り
、
難
・
宅
を
有
す
。
娩
醤

（
貨
）
を
匿
す
こ
と
、
税
直
（
値
）
六
百
六
十
銭
を
過
ぐ
。
先
に
自
ら
告
げ
、
識
の
劫
か
す
を
告
ぐ
。
識
は
浦
の
隷
為
り
。
流
人
に
妻
を
取
（
嬰
）
り
、

難
・
舎
客
室
を
以
て
識
に
鼠
（
予
）
え
ん
と
欲
す
。
後
に
鼠
（
予
）
ず
、
為
に
室
を
買
い
、
馬
一
匹
・
田
廿
（
二
十
）
畝
を
分
か
ち
、
識
を
異
す
。
滞
の
死
す

る
や
、
識
後
に
騨
・
室
を
求
む
。
藍
鼠
（
予
）
え
ず
、
識
恐
し
て
娩
に
謂
え
ら
く
「
且
に
娩
の
讐
（
貨
）
を
翻
す
を
告
げ
ん
と
す
」
と
。
娩
以
て
の
故

に
難
・
室
を
鼠
（
予
）
う
。
騨
・
室
の
直
（
値
）
は
六
百
六
十
銭
を
過
ぐ
。
得
た
り
。
皆
審
ら
か
な
り
。



　
確
定
し
た
諸
事
実
の
総
括
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
段
落
の
記
述
は
前
段
ま
で
の
審
理
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、

内
容
の
検
討
は
省
く
。
な
お
訓
読
文
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、
一
三
四
簡
の
原
文
「
識
恐
謂
娩
」
の
「
恐
」
字
は
、
直
訳
す
る
と
「
恐
れ

さ
せ
る
」
の
意
。
こ
こ
で
は
「
お
ど
す
」
と
訓
じ
た
。
ち
な
み
に
⑧
の
識
の
回
答
に
見
え
る
「
恐
」
字
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。

　
補
足
的
な
説
明
を
一
つ
だ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
義
は
浦
の
コ
戸
隠
」
と
な
り
「
騨
・
宅
」
を
相
続
し
た
の
だ
が
、
彼
は
同
時
に
父
の
「
爵

後
」
で
も
あ
っ
た
。
一
〇
八
津
と
一
＝
一
簡
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
爵
位
は
滞
が
「
大
夫
」
（
第
五
級
）
、
義
は
「
走
馬
」
（
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

級
）
で
あ
っ
た
。
後
者
は
秦
爵
で
、
後
の
「
管
襲
」
に
あ
た
る
と
い
う
。
柿
沼
氏
は
、
大
夫
流
の
爵
後
で
あ
る
義
が
走
馬
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

一一

N
律
令
（
置
後
難
）
の
規
定
に
「
疾
死
し
て
後
を
置
く
者
は
、
…
…
、
大
夫
の
甘
子
は
讐
嚢
と
為
る
」
（
三
六
七
～
三
六
八
簡
）
と
見
え
る
点
に

着
目
し
て
、
浦
の
死
因
は
「
疾
死
」
（
病
死
）
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

娩
の
大
夫
の
妻
為
る
、
庶
人
為
る
、
及
び
識
の
睾
（
罪
）
を
疑
す
。
澱
（
繋
）
す
。
乞
は
県
が
論
ず
。
敢
て
之
を
灘
（
講
）
す
。

ある女性の告発をめぐって（下倉〉

　
先
の
如
く
総
括
し
た
上
で
、
裁
定
に
あ
た
っ
て
の
疑
問
点
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
点
。
一
つ
が
娩
の
身
分
に
関

し
て
。
彼
女
を
浦
の
妻
、
即
ち
大
夫
の
妻
と
認
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
庶
人
」
す
る
か
。
第
二
は
、
識
の
量
刑
に
つ
い
て
で
あ
る
。
既
に
解

説
し
た
如
く
、
本
案
例
は
こ
こ
で
簡
を
改
め
る
。

　
回
　
奏
講
に
対
す
る
回
答
（
＝
㎜
【
六
簡
）

　
上
級
官
庁
か
ら
戻
っ
て
き
た
回
答
に
は
、
右
の
二
つ
の
疑
問
点
に
対
す
る
二
様
の
裁
決
案
が
示
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
「
妻
」
の
上
の
未
釈

部
分
に
つ
い
て
整
理
小
組
は
何
も
言
及
し
な
い
が
、
柿
沼
氏
が
推
測
す
る
と
お
り
、
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
こ
れ
は
「
流
」
字
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
こ
の
字
を
補
っ
た
。
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翻
吏
議
す
る
に
、

て
蜀
に
輸
す
。

娠
大
夫
圃
の
妻
為
り
。
識
に
幸
す
る
こ
と
二
七
。
或
い
は
曰
わ
く
、
娩
庶
人
為
り
。
識
を
馨
し
て
城
旦
と
為
し
、
足
を
繁
（
纐
）

し
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第
一
案
は
、
娩
を
大
夫
浦
の
妻
と
認
め
、
識
に
は
貨
二
業
の
刑
を
科
す
。
第
二
案
は
、
娩
の
身
分
を
「
庶
人
」
と
定
め
、
識
に
つ
い
て
は
完

城
旦
の
上
、
足
枷
を
し
て
蜀
に
輸
す
る
。
本
簡
の
翻
訳
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
裁
定
が
下
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
根
拠
が
い
ま
一
つ
理
解
で
き
な
い
。
娩
の
身
分
と
識
の
量
刑
と
に
わ
け
て
少
し
く
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
は
後
者
か
ら
。

　
第
一
案
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は
、
「
旦
ハ
体
的
な
量
刑
の
基
準
は
未
詳
」
と
但
し
書
き
し
つ
つ
、
こ
の
「
貨
二
甲
」
は
、
識
が
娚
の
家
産
秘

匿
を
知
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
告
発
し
な
か
っ
た
「
不
作
為
犯
罪
」
に
対
す
る
量
刑
の
は
ず
だ
と
注
釈
す
る
。
柿
沼
氏
も
基
本
的
に
は
こ
れ
を
支

持
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
貨
二
甲
」
と
い
う
量
刑
は
、
確
か
に
識
の
未
告
発
に
対
す
る
科
刑
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
こ
こ
で
急
に
こ
の
罪
が
問
題
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
原
告
の
娩
が
訴
え
出
た
の
は
識
の
恐
喝
罪
で
あ
っ
て
、

そ
ち
ら
の
方
は
不
問
に
付
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
解
に
窮
す
る
。

　
第
二
案
の
「
完
城
廓
」
に
関
し
て
は
、
整
理
小
組
・
柿
沼
氏
と
も
に
以
下
の
如
く
説
明
す
る
。
識
が
脅
し
取
っ
た
「
騨
・
室
」
の
評
価
額
は

六
六
〇
銭
以
上
で
あ
り
、
こ
の
賊
額
で
あ
れ
ば
本
来
は
「
鯨
多
彩
」
に
処
す
べ
き
で
あ
る
が
、
原
文
に
「
公
士
識
劫
婦
」
（
一
〇
九
～
一
一
〇
簡
）

と
見
え
る
よ
う
に
識
は
「
公
理
」
の
爵
位
を
保
有
し
て
い
る
か
ら
、
肉
刑
で
あ
る
「
鯨
」
が
免
除
さ
れ
、
「
完
歩
旦
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

識
の
恐
喝
罪
が
認
定
さ
れ
た
結
果
の
量
刑
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
第
二
案
で
は
更
に
「
足
を
纐
し
て
蜀
に
輸
す
」
の
刑
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

　
次
に
娩
の
身
分
に
つ
い
て
。
第
二
案
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
娩
を
「
免
妾
」
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
戸
籍
上
の
登
録
内
容
を
絶
対

的
な
基
準
と
し
た
裁
断
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
戸
籍
至
上
主
義
と
評
し
え
よ
う
。
対
す
る
第
一
案
は
、
明
ら
か
に
戸
籍
の
書
き
換
え
を
容
認
し

て
い
る
。
か
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
第
一
の
裁
定
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
。



ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
で
は
、
第
一
案
の
如
き
判
定
の
論
拠
は
何
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
快
等
の
証
言
（
㈲
④
）
で
あ
る
。
娩
は
、
再
度
の
供
述
（
㈲
①
）

に
お
い
て
、
六
年
前
に
流
は
自
ら
の
妻
と
し
て
大
夫
の
快
等
に
己
を
披
露
し
た
と
訴
え
た
。
快
等
の
陳
述
も
、
そ
の
聴
取
の
段
落
に
「
快
・

臣
・
拳
・
嘉
・
頷
の
言
う
こ
と
娩
の
如
し
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
媛
の
供
述
と
内
容
は
～
致
し
て
い
た
。
自
身
の
妻
と
遇
す
る
よ
う
滞

か
ら
申
し
入
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
了
承
し
た
後
、
娩
は
確
か
に
「
官
の
人
の
妻
」
と
同
等
の
負
担
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら

は
告
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る
第
三
者
に
よ
る
魚
雷
が
有
力
な
証
拠
と
見
な
さ
れ
、
娩
の
主
張
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
。
即
ち

「
人
の
妻
」
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
戸
籍
の
記
載
を
覆
す
判
定
を
生
み
出
し
た
も
の
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
以
上
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
推
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
可
能
性
も
十
分
想
定
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
娠
が
「
早
馬
」
で
あ
る
義

の
実
母
で
あ
っ
た
故
に
、
そ
れ
を
浦
の
妻
と
認
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
証
が
な
い
た
め
、
こ
の
点

に
関
す
る
結
論
を
導
き
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
娩
の
家
産
秘
匿
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
は
判
断
が
下
さ
れ
た
の
か
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
き
り
と
し
な
い
。
債
権
を
破
棄
し
た
の
で
不
問
に
付
さ
れ
た
と
も
、
ま
た
、
本
案
と
は
別
件
で
あ
る
の
で
別
途
審
議
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
も
ま
た
未
詳
の
問
題
と
い
え
よ
う
。

　
①
　
柿
沼
二
〇
一
五
は
、
一
番
上
の
子
が
本
件
発
生
の
当
時
成
年
で
あ
っ
た
と
考
え
　
　
　
　
　
と
あ
り
、
そ
の
疏
議
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
娩
の
年
齢
は
三
十
歳
以
上
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
議
日
「
碑
為
主
零
幸
、
因
而
有
子
、
即
難
無
子
、
経
放
為
壮
者
、
聴
為

　
②
こ
の
時
代
の
刑
事
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
宮
宅
一
九
九
八
・
籾
山
二
〇
〇
六
を
　
　
　
妾
。
」
問
日
「
嫁
追
放
一
稼
、
聴
為
妾
。
若
用
黙
契
、
復
有
偲
罪
。
」
答
日

　
　
参
昭
“
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
妻
者
｝
、
伝
家
事
、
承
祭
祀
、
既
具
六
礼
、
取
則
二
儀
。
碑
皿
難
経
｝
放
為
両
艮
、

　
③
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
柿
沼
二
〇
一
五
が
要
を
え
た
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
　
堂
堪
承
嫡
之
重
。
律
雲
上
聴
為
妾
、
即
是
不
許
為
妻
。
不
可
処
以
碑
為
妻
之

④
こ
の
当
時
の
「
庶
人
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
陶
安
二
〇
～
二
を
参
照
。
二

　
年
律
令
に
現
れ
る
こ
の
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
門
解
放
さ
れ
た
刑
徒
や
奴
碑

　
の
専
称
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
陶
安
氏
は
か
か
る
理
解
を
批
判
し
て
「
百

　
姓
」
「
平
民
扁
の
意
と
説
く
。

⑤
唐
輪
（
配
電
二
九
）
に
は

　
　
若
碑
有
子
尊
爵
放
為
良
者
、
血
盟
妾
。

　
科
、
須
従
以
妾
蜀
魂
之
坐
。
」

智
律
の
規
定
で
は
、
主
の
子
を
な
し
た
碑
は
解
放
後
「
妾
」
と
な
り
え
る
が
、

「
妻
」
と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
嫁
婁
が
「
六
礼
」
を
具

え
て
い
な
い
故
と
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
秦
漢
律
の
規
定
が
い
か
よ
う

で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
免
妾
」
の
娩
が
前
妻
の
危
と
同
格
の

「
妻
」
で
あ
っ
た
と
は
些
か
考
え
が
た
い
。
二
年
律
令
申
に
見
え
る
「
下
妻
」
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「
偏
妻
」
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
予
想
さ
れ
る
が
、
全

　
て
は
後
考
に
期
し
た
い
。

⑥
「
隷
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
奴
隷
と
異
な
る
隷
属
身
分
と
説
く
論
者
も
い
る
。

　
「
隷
」
の
事
例
と
し
て
は
、
張
家
山
漢
簡
・
奏
謙
書
の
案
例
四
に

　
　
　
爵
胡
丞
悪
敢
灘
（
講
）
之
。
［
漢
高
祖
十
年
（
前
一
九
七
）
？
］
十
二
月
壬

　
　
　
申
、
大
夫
所
為
女
子
符
、
詳
説
。
動
符
日
門
誠
亡
、
誰
（
詐
）
自
誓
為
未
有

　
　
　
名
数
、
以
令
自
乱
書
名
数
、
為
大
夫
明
隷
、
明
嫁
符
隠
官
解
妻
、
弗
告
亡
。

　
　
　
吃
如
薪
。
…
…
〔
後
略
嗣
…
…
。
（
二
九
～
二
九
簡
）

　
と
あ
り
、
ま
た
里
耶
秦
簡
・
一
号
井
患
士
簡
に

　
　
　
南
里
小
女
子
苗
　
冊
五
年
徒
為
賜
里
戸
人
骨
女
子
嬰
隷
（
凛
㊥
一
回
①
）

　
と
あ
る
。
こ
れ
ら
従
来
の
事
例
は
全
て
「
女
子
」
（
女
性
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
鈴

　
木
二
〇
一
二
は
、
「
隷
偏
と
は
正
式
な
妻
で
は
な
く
、
枕
席
に
侍
り
、
な
お
か
つ

　
身
分
の
低
い
女
性
で
は
な
い
か
と
推
論
さ
れ
る
（
五
九
頁
）
。
ま
た
、
劉
二
〇
一

　
一
は
、
次
節
で
引
く
二
年
律
令
中
の
奴
隷
解
放
規
定
に
着
目
し
、
そ
こ
に
見
え
る

　
門
私
属
」
な
る
身
分
が
「
隷
」
に
似
た
性
格
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
後
に
確
認
す
る
如
く
、
門
私
属
」
は
解
放
さ
れ
た
男
奴
隷
の
呼
び
名
で
、
女
奴
隷

　
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
女
性
を
含
む
「
隷
偏
と
男
性
の
み
の
「
私
属
扁
と
を
結
び

　
つ
け
る
劉
説
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
「
識
劫
娩
案
」
の
発
見
に
よ
り
男
性
も

　
「
隷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
か
ら
、
鈴
木
説
に
つ
い
て
も
再

　
考
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

　
　
右
に
引
用
し
た
二
つ
の
事
例
に
基
づ
け
ば
、
「
隷
」
は
主
（
戸
主
）
の
名
数

　
（
戸
籍
）
下
に
着
さ
れ
た
異
姓
者
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

　
「
臣
妾
（
奴
碑
と
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
、
公
法
上
に
お
け
る
両
者
の
扱
い

　
に
は
殆
ど
違
い
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
堀
一
九
八
七
は
、
「
隷
」
が
奴
隷
よ

　
り
広
い
範
囲
の
隷
属
者
を
含
む
身
分
呼
称
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
想
す
る
が
、

　
そ
の
よ
う
な
隷
属
身
分
－
戸
籍
を
通
じ
て
国
家
が
そ
の
隷
属
関
係
を
し
っ
か
り

　
と
把
握
し
て
い
る
奴
隷
以
外
の
私
的
な
隷
属
者
1
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
史
料
上

　
些
か
想
定
し
が
た
い
。
少
な
く
と
も
筆
者
に
は
思
い
つ
か
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で

　
は
、
張
二
〇
一
〇
（
一
五
頁
）
が
説
く
如
く
「
隷
1
1
奴
隷
」
と
見
な
し
て
論
を
進

　
め
る
。

⑦
た
と
え
ば
第
三
節
に
引
用
し
た
童
女
書
・
案
例
二
二
に
は
、
被
害
者
で
あ
る

　
「
嫌
」
に
対
し
て
「
訊
」
し
た
と
見
え
る
。

⑧
該
当
す
る
規
定
は
誤
報
地
秦
律
・
法
律
答
問
の
一
～
二
簡
、
二
年
律
令
（
盗

　
律
）
の
五
五
～
五
六
簡
に
見
え
る
。

⑨
走
馬
に
つ
い
て
は
、
朱
・
陳
主
編
集
二
〇
二
の
九
六
頁
（
「
数
」
・
ご
三
簡

　
正
の
注
一
）
を
参
照
。

⑩
柿
沼
二
〇
一
五
も
こ
う
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
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第
三
節
　
奴

隷

　
各
論
に
移
ろ
う
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
奴
隷
で
あ
る
。

　
他
律
で
は
女
奴
隷
を
表
す
場
合
、
通
常
「
妾
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
案
例
に
お
い
て
も
娩
は
「
故
大
夫
浦
の
妾
」
と
自
称
し
て
い
る
。

漢
初
の
二
年
律
令
に
な
る
と
「
碑
」
字
の
使
用
が
一
般
的
と
な
り
、
「
御
」
さ
れ
た
「
妾
」
も
「
御
脾
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。



ある女性の告発をめぐって（下倉〉

兄
弟
・
孝
〈
季
〉
父
・
柏
（
伯
）
父
の
妻
・
御
碑
を
復
せ
ば
、

御
蝉
を
復
せ
ば
、
皆
完
し
て
城
旦
春
と
為
す
。
（
～
九
五
簡
）

皆
資
し
て
城
旦
春
と
為
す
。
男
弟
・
兄
の
子
、
孝
〈
季
〉
父
・
柏
（
伯
）
父
の
子
の
妻
・

な
お
、
男
奴
隷
の
名
称
も
、
秦
律
で
は
「
臣
」
で
あ
っ
た
の
が
「
奴
」
へ
と
改
ま
る
。

　
御
碑
に
関
し
て
は
、
二
年
律
令
（
置
後
律
）
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
見
え
る
。

［
前
略
］
　
－
。
蝉
其
の
主
に
御
さ
れ
て
子
有
り
、
主
死
せ
ば
、
其
の
魏
を
免
じ
て
直
入
と
為
す
。
（
三
八
五
簡
）

こ
れ
と
同
様
の
条
文
が
秦
律
中
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
当
案
件
の
原
告
で
あ
る
娩
も
、
浦
の
死
亡
に
伴
っ
て
自
動
的
に
解
放
さ
れ

「
庶
人
」
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
は
、
奴
隷
主
が
生
前
に
免
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
奴
隷
解
放
も
ま
た
当
時
認
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
以
下
の
二
年
律
令
（
亡
律
）
の
一
条
を
見
ら
れ
た
い
。

奴
埣
の
善
為
り
て
主
の
免
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
之
を
許
す
。
奴
は
命
じ
て
私
属
と
日
い
、
碑
は
庶
人
と
為
す
。
…
…
。
主
の
死
す
る
、
若
し
く
は
罪
有

ら
ば
、
私
属
を
以
て
庶
人
と
為
し
、
害
せ
ら
れ
し
者
は
以
て
隠
官
と
為
す
。
免
ず
る
所
不
善
な
ら
ば
、
詠
ず
か
ら
免
ず
る
者
復
た
入
れ
て
之
を
奴
碑
と

す
る
を
得
。
…
…
。
（
一
六
二
～
一
六
三
簡
）

「
善
」
な
る
蝉
（
妾
）
の
自
発
的
な
解
放
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
放
免
さ
れ
た
蝉
（
妾
）
が
「
庶
人
」
と
な
さ
れ
た
こ
と
。
こ
の
二

項
が
秦
律
に
由
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
可
能
性
は
、
「
識
量
娩
案
」
簡
に
よ
っ
て
一
層
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
い
え
よ
う
。
更
に
、
解
放
さ
れ
た
女

奴
隷
が
戸
籍
上
で
は
「
免
妾
」
と
登
録
さ
れ
た
こ
と
も
新
た
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
本
案
例
の
中
か
ら
右
に
関
連
す
る
部
分
を
再
度
引
用
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

浦
娩
を
免
じ
て
庶
人
と
為
す
に
、
即
ち
戸
籍
に
書
し
て

ヘ
　
　
へ

戸
籍
の
妻
為
ら
ず
、
免
妾
為
る
の
故
を
智
（
知
）
ら
ず
。

「
壁
書
」
と
日
う
。
（
郷
亡
夫
唐
と
当
芸
更
の
証
言
1
㈲
⑦
）

（
娩
の
第
二
供
述
…
㈲
①
末
尾
）
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そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
る
「
戸
籍
」
は
、
と
も
に
流
を
戸
主
と
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
娩
が
免
ぜ
ら
れ

る
以
前
か
ら
既
に
彼
女
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
懸
河
・
漢
心
の
奴
隷
登
記
に
関
し
て
、
鈴
木
二
〇
一
二
は
、
主
人
の
翼
下
に

そ
の
名
数
は
着
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
か
か
る
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
娩
は
浦
の
戸
籍
に
「
妾
」
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
解
放
の
申
請
に
よ
っ
て
「
免
妾
」
と
書
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
「
妻
」
と
改
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
を
、
流
が
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
戸
籍
上
の
記
載
は
「
毒
煙
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
最
も
穏
当
で
あ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
解
放
奴
隷
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、
次
の
睡
虎
地
葺
簡
・
封
診
式
の
記
載
に
も
注
目
し
た
い
。

告
臣
　
　
親
書
に
、
某
里
の
士
五
（
伍
）
の
甲
縛
り
て
男
子
の
丙
を
詣
し
、
告
げ
て
曰
わ
く
「
丙
は
、
甲
の
臣
な
り
。
橋
（
驕
）
惇
に
し
て
、
田
作
せ
ず
、

甲
の
令
を
聴
か
ず
。
謁
う
ら
く
は
、
公
に
買
（
売
）
り
、
嘉
し
て
以
て
城
旦
と
為
し
、
賢
（
価
）
銭
を
受
け
ん
こ
と
を
」
と
。
…
…
。
幽
丞
の
某
某
郷
主

に
告
ぐ
。
男
子
丙
に
鞠
有
り
て
、
辞
し
て
日
わ
く
「
某
里
の
起
爆
（
伍
）
甲
の
臣
な
り
」
と
。
其
れ
名
事
里
、
坐
す
る
所
論
じ
て
可
（
何
）
と
云
う
、
可

（
何
）
の
罪
の
赦
せ
ら
る
、
上
る
い
は
湿
婆
の
母
（
無
）
有
、
甲
の
賞
（
嘗
）
て
虫
ず
か
ら
丙
を
免
じ
復
た
之
を
臣
と
す
る
や
不
や
を
定
め
よ
。
律
を
以

て
之
を
封
守
す
。
到
れ
ば
書
を
以
て
言
え
。
（
三
七
～
四
一
簡
）



ある女性の告発をめぐって（下倉）

奴
隷
主
の
甲
が
「
影
壁
」
な
る
「
臣
」
（
男
奴
隷
）
の
丙
を
訴
え
出
た
と
こ
ろ
、
そ
の
身
上
調
査
が
郷
に
命
じ
ら
れ
た
。
照
会
が
求
め
ら
れ
た
項

目
は
、
「
名
事
塁
」
（
姓
名
・
身
分
・
居
住
里
）
や
犯
罪
歴
な
ど
の
他
、
「
甲
の
嘗
て
身
ず
か
ら
丙
を
免
じ
復
た
之
を
臣
と
す
る
や
否
や
」
に
関
し

て
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
項
目
－
一
度
放
免
さ
れ
た
の
に
再
び
「
臣
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
一
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
二
年

律
令
（
亡
律
）
の
中
に
関
連
す
る
規
定
が
確
認
さ
れ
る
。
当
該
条
の
後
半
に
は
「
免
ず
る
所
不
善
な
ら
ば
、
身
ず
か
ら
免
ず
る
者
復
た
入
れ

て
之
を
奴
蝉
と
す
る
を
得
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
封
含
意
に
見
え
る
照
会
事
項
の
内
容
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
一
条
を
秦
律
に
淵
源

す
る
規
定
と
見
な
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
思
う
に
、
奴
隷
を
放
免
す
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
を
再
び
奴
隷
と
す
る
こ
と
の
両
腕
は
、
豊
代
・
書
初

に
お
い
て
決
し
て
希
有
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
時
に
は
必
ず
郷
に
申
請
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
郷
の
援
当
者
も
そ
の
届
け
出
に
基
づ
い
て
簿
籍
の
登
録
内
容
を
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
奴
隷
解
放
を
例
に
と
る
と
、
遷
代
で
あ
れ
ば
「
妾
」
（
女
奴
隷
）
は
「
免
妾
」
に
、
そ
し
て
「
臣
」

（
男
奴
隷
）
が
放
免
さ
れ
た
場
合
は
「
免
臣
」
へ
と
、
戸
籍
上
の
身
分
が
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
再

奴
隷
化
の
措
置
が
ス
ム
ー
ズ
に
処
理
で
き
る
よ
う
、
「
免
罪
」
「
免
妾
」
の
記
載
に
あ
わ
せ
て
』
剛
王
の
名
が
付
記
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
再
び
二
年
律
令
（
膝
甲
）
を
見
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
復
た
入
れ
て
之
を
奴
碑
と
す
る
を
得
」
と
あ
っ
た
。
少
し
く
問
題
と
な
る
の
は
「
入
」

字
の
意
味
で
、
筆
者
は
こ
れ
を
「
入
籍
」
一
旧
主
の
戸
籍
に
再
度
編
入
す
る
　
　
の
意
と
す
る
の
が
最
も
穏
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
当
該

社
会
に
あ
っ
て
は
、
放
免
後
主
人
の
籍
か
ら
独
立
す
る
奴
隷
が
相
当
数
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
な
余
裕
が
あ
れ
ば
、
旧
主
は
田
宅
を

用
意
し
て
こ
れ
に
一
戸
を
な
さ
し
め
よ
う
と
計
ら
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
幡
豆
娩
案
」
に
窺
え
る
流
と
識
の
関
係
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
当
時
の
実
情
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
浦
は
識
の
た
め
に
妻
を
嬰
り
、
そ
の
後
家
屋
を
買
い
求
め
、
自
ら
の
稲
田
を
「
分
」
し
、
識
を
「
異
」
し
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
原
文
を
、

標
点
の
上
で
引
用
し
よ
う
。
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沫
巳
（
已
）
為
識
取
（
嬰
）
齢
、
即
為
識
買
室
、
分
羅
馬
・
田
、
累
卵
。
（
＝
一
〇
～
一
二
一
簡
）
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右
を
次
の
二
年
律
令
（
戸
律
）
の
一
条
と
比
較
さ
れ
た
い
。
対
比
し
や
す
い
よ
う
に
こ
ち
ら
も
原
文
を
掲
げ
た
。

：
：
［
前
略
］
…
…
、
及
主
母
・
段
（
假
）
母
欲
分
肇
子
・
段
（
假
）
子
田
以
為
戸
者
、
皆
許
之
。
（
…
…

子
・
段
（
仮
）
子
に
田
を
分
か
ち
て
以
て
戸
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
皆
之
を
許
る
。
　
三
四
〇
簡
）

［
前
略
］
　
　
：
及
び
主
母
・
段
（
仮
）
母
の
肇

傍
線
部
を
比
べ
る
と
、
前
文
の
「
異
」
と
後
文
の
「
以
為
戸
」
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
「
異
」
と
「
為
戸
」
は
同
義
で

あ
る
と
見
な
し
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
「
識
を
異
す
」
と
は
、
識
を
戸
と
し
て
独
立
さ
せ
る
こ
と
、
識
を
別
の
戸
主
と
す
る
こ
と
を
指
し

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
こ
こ
で
推
測
を
た
く
ま
し
く
し
よ
う
。
彼
は
浦
の
「
隷
」
（
奴
隷
）
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
も
と
も
と
は
浦
の
戸
籍
に
名
を
連
ね
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
識
が
コ
戸
を
為
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
彼
の
名
が
滞
の
戸
籍
か
ら
削
除
さ
れ
、
代
わ
っ
て
識
の
籍
が
別

に
立
て
ら
れ
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
示
し
た
如
く
「
識
劫
娩
案
」
に
は
「
浦
が
識
を
発
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
坦

坦
に
よ
っ
て
識
の
何
が
「
異
」
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
戸
籍
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
異
識
」
の
「
異
」
字
は
、
こ
れ
を
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
く
説
明
す
る
と
、
「
異
籍
」
の
意
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
「
異
」
に
関
し
て
、
本
案
の
識
の
事
例
か
ら
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
至
る
最
も
重
要
な
契
機
は
田
宅
の
「
分
」
で
あ
っ

た
。
次
の
二
年
律
令
（
戸
律
）
を
見
ら
れ
た
い
。

諸
そ
戸
と
為
ら
ず
、
誤
謬
有
り
て
、
人
名
に
附
令
す
る
、
及
び
人
の
為
に
田
宅
を
名
ず
る
者
は
、
皆
令
し
て
卒
を
以
て
戊
話
す
る
二
歳
、
田
宅
を
県
官
に



没
入
す
。
…
：
　
［
後
略
］

（
三
二
三
簡
）

ある女性の告発をめぐって（下倉）

戸
と
し
て
独
立
し
て
い
な
い
の
に
、
田
宅
を
有
し
て
、
他
人
名
義
で
登
録
し
た
者
は
処
罰
の
対
象
と
な
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
が
秦
律
に
由
来
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
田
宅
を
与
え
ら
れ
た
識
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
当
然
一
戸
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
浦
は
な
ぜ
識
を
「
異
」
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
動
機
に
つ
い
て
当
案
例
は
全
く
ふ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
何
ら
言
及
が
な

い
事
実
に
こ
そ
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
識
廟
身
が
供
述
す
る
よ
う
に
、
彼
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
流
の
「
隷
」
で
あ
っ
た
。
幼
少
時
よ
り
主
家
で
育
ち
、
妻
帯
が
可
能
な
年
齢
ま
で
成
長

し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
奴
隷
は
識
以
外
に
も
当
時
多
数
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
中
に
は
、
ま
さ
に
識
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
適
齢
期
に
至
る
と
主
か
ら
田
畑
を
分
け
与
え
ら
れ
独
立
し
た
者
も
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
親
が
子
を
「
分
母
」
す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
生
分
」
（
父
母
の
在
世
中
に
成
入
・
既
婚
の
子
が
別
居
分
財
す
る
こ
と
）
が
盛
行
し
て
い
た
当
時
の
社
会
状
況
下
で
は
、
ま

る
で
家
族
周
期
上
の
一
事
の
如
く
、
主
に
よ
る
奴
隷
の
「
分
異
」
が
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な
…
コ
マ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
浦
が
識
を
「
分
界
」
し
た
動
機
に
つ
い
て
特
段
の
説
明
を
加
え
て
い
な
い
の
は
、
当
該
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
実
情
の
表
れ
と
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
一
年
律
令
（
亡
律
）
に
見
え
る
奴
隷
解
放
の
規
定
も
、
そ
れ
は
課
税
の
対
象
を
増
や
し
た
い
と
い
う
王
朝
側
の
一

方
的
な
要
求
を
反
映
し
た
だ
け
の
法
規
で
は
な
く
、
実
社
会
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
奴
隷
解
放
を
追
認
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
そ
の
奴
隷
解
放
規
定
を
A
エ
度
見
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
は
「
奴
蝉
の
善
為
り
て
主
の
免
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
之
を
許
す
。
奴
は

命
じ
て
貫
属
と
日
い
、
碑
は
庶
人
と
為
す
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
条
文
が
秦
代
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
解
放
さ
れ
た
後
の
識
は

「
私
塾
」
と
呼
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
案
例
中
に
そ
の
呼
称
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
識
劫
娩
案
」
の
中

に
は
、
「
免
識
」
（
識
を
免
ず
）
と
い
っ
た
記
載
す
ら
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
放
免
の
事
実
は
、
お
そ
ら
く
「
異
識
」
（
識
を
課
す
）
な
る
記

述
に
よ
っ
て
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
か
か
る
説
明
で
一
応
納
得
が
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
「
私
属
」
に
関
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し
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
全
く
の
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
秦
律
で
は
こ
の
よ
う
な
身
分
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
十
分
想

定
さ
れ
よ
う
。

　
そ
の
存
在
形
態
や
戸
籍
上
の
登
録
な
ど
、
「
隷
属
」
の
具
体
像
は
一
切
わ
か
ら
な
い
。
さ
れ
ど
、
右
の
奴
隷
解
放
規
定
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ

が
解
放
後
も
依
然
と
し
て
旧
主
に
属
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
揺
る
が
な
い
事
実
と
確
定
さ
れ
よ
う
。
更
に
本

節
の
考
察
か
ら
推
断
さ
れ
る
如
く
、
盛
代
に
お
い
て
は
放
免
さ
れ
た
奴
隷
が
「
皇
臣
」
「
免
妾
」
と
戸
籍
上
に
は
登
録
さ
れ
て
い
た
。
「
臣
妾
」

で
あ
っ
た
過
去
は
し
っ
か
り
と
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
秦
・
漢
初
を
通
じ
て
再
奴
隷
化
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
秦
代
・
食
初
で
は
奴
隷
が
そ
の
主
に
よ
っ
て
免
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
両
者
の
主
従
関
係
は
す
ぐ
さ

ま
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
降
も
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
旧
主
－
元
奴
隷
の
結
び
つ
き
が
法
制
上
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
、
そ
の
維
持
が
保
証
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
当
時
、
奴
隷
主
と
奴
隷
（
特
に
男
奴
隷
）
の
関
係
は
親
と
子

の
関
係
に
強
く
準
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
分
課
」
し
て
も
決
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
父
－
子
の
絆
に
奴
隷
主
－
奴
隷
の
結
び

つ
き
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
後
者
の
関
係
の
安
定
化
を
図
ろ
う
と
す
る
社
会
的
な
意
図
が
、
こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
て
な

　
　
　
　
　
　
　
③

ら
な
い
の
で
あ
る
。
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①
こ
の
よ
う
に
推
測
し
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
凹
史
記
』
巻
六
八
・
商
霜
列
伝

　
に
見
え
る
第
一
次
商
軟
変
法
の
記
載
一
民
の
二
男
以
上
有
り
て
分
異
せ
ざ
る
者

　
は
、
其
の
賦
を
倍
す
一
の
「
分
異
扁
も
、
あ
る
い
は
「
鯨
蝋
無
籍
」
の
略
称
な

　
の
か
も
し
れ
な
い

②
田
宅
を
有
す
れ
ば
「
簾
戸
」
は
必
須
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
し
、
二
年
律
令
（
戸

　
律
）
に
は

　
　
　
…
・
［
前
略
］
…
…
。
不
幸
死
者
、
令
其
後
先
蓮
田
、
乃
行
至
心
。
乞
子
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
欲
遺
戸
、
以
為
其
圏
予
之
。
其
思
為
空
子
母
田
宅
、
田
宅
不
盈
、
翠
黛
盈
。
宅

　
　
不
比
、
不
得
。
（
三
＝
一
～
三
＝
二
簡
）

　
と
あ
る
か
ら
、
田
宅
を
虜
さ
な
く
て
も
「
漁
戸
」
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

　
る
。

③
奴
隷
の
解
放
に
つ
い
て
二
点
ほ
ど
、
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
女
奴
隷
の
場
合
、

　
お
そ
ら
く
、
そ
の
対
象
と
し
て
は
主
に
「
御
妾
（
御
碑
）
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た

　
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
ら
は
放
免
さ
れ
た
後
も
、
娩
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

　
に
、
旧
主
の
戸
籍
の
も
と
に
そ
の
名
が
登
録
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の

　
他
の
「
妾
（
卿
）
」
で
あ
れ
ば
、
前
節
注
⑥
に
引
胴
し
た
張
家
山
漢
簡
・
奏
講
害

　
の
案
例
四
に
見
え
る
m
符
」
（
大
夫
明
の
隷
）
の
如
く
、
出
嫁
す
る
ケ
ー
ス
が
考

　
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
識
（
男
奴
隷
）
と
同
じ
よ
う
に
「
分
皿
扁
さ
れ
た
「
妾



（
卿
）
」
（
女
奴
隷
）
が
存
在
し
た
か
は
定
か
で
な
い
。
追
加
説
明
の
二
点
目
は

「
私
属
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
鈴
木
二
〇
＝
一
は
「
私
償
」
と
な
っ
た
後
も
そ
の

名
は
依
然
と
し
て
軸
上
の
戸
籍
下
に
登
録
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る
。
二
年
律
令

（
戸
律
）
に
見
え
る
田
宅
受
給
規
定
（
三
一
〇
～
三
一
二
簡
）
に
は
「
私
属
」
が

そ
の
対
象
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
田
宅
受
給
者
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
は
門
田
宅
受
給
資
格
と
な
る
自
身
の
戸
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
氏
は
述
べ
る
（
八
五
頁
）
。
し
か
し
、
前
奏
で
既
に
指
摘
し
た
よ
う

に
田
宅
が
な
く
て
も
門
為
戸
」
は
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
私
属
扁
の
「
異
籍
」

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

ある女性の告発をめぐって（下倉）

第
四
節
　
「
舎

人
」

　
本
案
例
に
よ
れ
ば
、
浦
に
債
務
を
負
っ
て
い
た
大
夫
の
建
、
公
卒
の
昌
、
士
伍
の
積
・
喜
・
遺
は
全
員
も
と
「
流
の
舎
人
」
で
あ
っ
た
。
建

等
の
よ
う
に
「
舎
人
」
の
肩
書
き
を
有
す
る
人
物
は
、
他
の
出
土
資
料
中
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
張
家
山
漢
簡
・
奏
講

書
の
暴
風
…
五
に
は
「
舎
人
の
士
伍
興
・
義
」
、
ま
た
案
例
一
六
に
は
「
新
郵
［
県
令
の
］
信
の
舎
人
」
で
あ
っ
た
蒼
、
「
舎
人
の
管
暴
落
」
、

「
舎
人
の
小
響
裏
遣
」
、
「
［
下
歯
県
令
］
信
の
舎
人
の
莱
」
と
い
っ
た
名
が
見
え
る
。
彼
ら
は
全
て
県
令
の
配
下
で
、
か
か
る
地
方
長
官
付
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
舎
人
に
関
し
て
は
既
に
専
論
が
あ
る
。
整
理
小
組
も
本
案
例
の
「
舎
人
」
に
注
記
し
て
、
こ
れ
を
「
黒
門
の
吏
員
」
と
説
き
、
続
け
て
『
漢

書
』
巻
一
上
⊥
下
心
帝
紀
上
・
秦
二
世
三
年
六
月
の
顔
師
古
注
「
舎
人
は
、
親
近
左
右
の
通
称
な
り
。
後
に
遂
に
以
て
私
属
の
官
号
と
為
す
」
、

及
び
同
書
巻
九
九
上
・
王
葬
伝
の
顔
師
古
注
「
舎
人
は
私
用
の
吏
員
な
り
」
を
引
用
す
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
浦
の
経
歴
で
あ
る
。
一
案
例
を
読
む
か
ぎ
り
、
彼
が
生
前
何
ら
か
の
官
職
に
就
い
て
い
た
と
は
些
か
考
え

が
た
い
。
そ
の
官
歴
に
つ
い
て
一
雷
も
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
柿
沼
氏
が
推
測
す
る
と
お
り
、
流
は
「
非
官
吏
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
舎
人
を
説
明
す
る
の
に
「
吏
員
」
や
「
尊
号
」
の
語
を
用
い
る
の
は
、
や
や
適
切
さ
に
欠
く
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
か
か
る
舎
人
の
類
例
を
他
の
出
土
資
料
中
に
求
め
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
わ
ず
か
に
一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
符
合
す
る
と
覚
し
き

事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
張
家
山
漢
簡
・
奏
講
書
の
案
例
二
二
に
検
出
さ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
当
該
案
例
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
女
子
の
蝉
が
市
場
か
ら
帰
る
途
中
で
の
こ
と
、
背
後
よ
り
何
者
か
に
刺
さ
れ
、
携
え
て
い
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た
金
銭
を
奪
わ
れ
た
。
獄
史
の
順
等
が
賊
の
探
索
を
開
始
す
る
も
の
の
、
捜
査
は
難
航
を
極
め
る
。
や
が
て
獄
史
の
羅
關
が
代
わ
っ
て
こ
れ
を

担
当
し
、
必
死
の
捜
索
の
結
果
、
公
益
の
孔
な
る
人
物
を
検
挙
す
る
に
至
っ
た
。
以
下
、
本
稿
で
の
検
討
に
必
要
な
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

論
の
都
合
上
、
原
文
も
あ
わ
せ
て
掲
げ
た
。
な
お
、
釈
文
は
彰
天
主
編
二
〇
〇
七
に
従
い
、
一
部
分
標
点
を
変
更
し
た
。
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鯵
六
月
癸
卯
、
典
密
告
日
「
不
智
（
知
）
何
人
、
刺
女
子
魏
敢
里
中
、
奪
銭
。
不
智
（
知
）
賞
誉
。
」
即
山
門
史
順
・
去
疾
・
忠
文
・
□
固
追
求
賊
。
平
日

「
但
（
揮
）
銭
千
二
百
、
豊
富
、
道
密
着
。
到
婦
中
、
或
道
後
門
麺
（
暫
）
尊
翁
。
償
、
有
切
乃
起
、
平
調
亡
、
不
嫁
（
知
）
何
人
之
所
。
其
鮒
碑
疾
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

類
男
子
。
諄
（
呼
）
盗
、
女
子
早
出
、
謂
帯
副
（
背
）
有
笄
刀
、
乃
自
智
（
知
）
傷
。
扁
…
…
。
夏
蝉
、
「
党
（
償
）
有
与
争
闘
、
相
隣
（
怨
）
、
及
商
販
・

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

裸
（
保
）
庸
・
里
人
・
智
（
知
）
識
・
弟
兄
貧
窮
、
疑
盗
傷
碑
者
。
」
日
「
母
野
。
」
視
刀
、
鉄
環
、
長
九
寸
。
碑
債
所
有
豊
町
荊
券
一
枚
、
其
歯
意
中
人

斬
。
」
落
日
「
母
此
券
。
」
…
…
。
順
等
求
弗
得
、
令
獄
史
翠
塾
代
。
羅
画
材
碑
憤
國
券
謙
（
廉
）
視
買
市
者
、
類
題
中
墨
也
。
…
…
。
鼻
嵐
無
罪
、
弗
得
。

暴
關
求
、
母
愚
物
以
得
之
。
竪
琴
訊
入
竪
子
及
買
市
者
舎
人
・
人
臣
僕
・
僕
二
選
・
貴
大
人
臣
不
敬
懸
、
乞
県
人
来
聴
庸
（
傭
）
、
疑
為
盗
賊
者
、
難
視
其

為
謂
即
（
節
）
薄
、
出
入
所
以
為
衣
食
者
、
謙
（
廉
）
問
其
居
処
之
状
、
弗
得
。
…
…
［
後
略
］
…
…
。

翻
［
始
皇
帝
六
年
（
前
二
四
一
）
］
六
月
癸
卯
（
二
七
日
）
、
［
里
］
典
の
魔
告
げ
て
曰
わ
く
門
下
人
な
る
か
を
智
（
知
）
ら
ず
、
女
子
の
蝉
を
最
里
中
に

刺
し
、
銭
を
奪
う
も
の
あ
り
。
之
く
所
を
智
（
知
）
ら
ず
」
と
。
即
ち
獄
史
の
順
・
去
荻
・
忠
文
・
□
固
を
し
て
賊
を
追
求
せ
し
む
。
蝉
曰
わ
く
「
銭
千

二
百
を
但
（
揮
）
い
、
豊
を
操
ち
、
市
道
り
帰
る
。
意
中
に
到
る
に
、
或
る
ひ
と
後
ろ
創
り
塑
（
暫
）
に
碑
を
下
す
に
類
た
り
。
回
れ
、
頃
く
有
り
て
乃

ち
起
き
る
に
、
銭
已
に
亡
く
、
何
人
に
し
て
之
く
所
を
智
（
知
）
ら
ず
。
其
の
碑
を
劃
す
こ
と
響
け
れ
ば
、
男
子
に
類
た
り
。
盗
と
諄
（
呼
）
ぶ
や
、
女

子
の
靴
出
で
て
、
碑
の
北
（
背
）
に
笄
刀
有
り
と
謂
う
に
、
乃
ち
自
ら
傷
つ
け
ら
る
る
を
智
（
知
）
る
」
と
。
…
…
。
碑
を
嚇
す
る
に
、
「
党
（
償
）
し

　
③

く
は
与
に
争
闘
し
て
、
論
い
窓
（
怨
）
む
も
の
、
及
び
商
販
・
藻
（
保
）
庸
・
里
人
・
智
（
知
）
識
・
弟
兄
の
貧
窮
す
る
も
の
に
し
て
、
嫁
を
盗
傷
せ
ん

と
疑
が
わ
る
る
者
有
る
か
」
と
。
曰
わ
く
「
有
る
母
し
」
と
。
刀
を
視
る
に
、
鉄
環
あ
り
て
、
長
さ
は
九
寸
。
碑
の
惚
れ
る
所
に
尺
半
の
荊
券
一
枚
有
り
、

其
の
歯
は
買
人
の
券
に
類
た
り
。
碑
嗣
わ
く
「
此
の
券
更
し
」
と
。
…
…
。
順
等
求
め
る
も
得
ず
、
獄
史
の
羅
閾
を
し
て
代
わ
ら
し
む
。
畢
關
碑
の
償

れ
る
國
の
券
を
以
て
賞
市
の
者
に
謙
（
廉
）
視
せ
し
め
る
に
、
装
置
の
券
に
類
た
る
な
り
。
…
…
。
其
の
左
［
券
］
を
護
求
す
る
も
、
得
ず
。
羅
關
求
め



る
に
、
徴
物
の
以
て
之
を
得
る
足
し
。
即
ち
入
の
竪
子
及
び
買
市
の
者
の
舎
人
・
入
臣
僕
・
僕
隷
臣
・
貴
大
の
人
臣
の
敬
歪
な
ら
ざ
る
も
の
、
宮
県
の
人

の
来
り
て
流
庸
（
傭
）
す
る
も
の
に
し
て
、
盗
賊
為
り
と
疑
わ
る
る
者
を
牧
饗
し
、
牽
く
其
の
為
謂
の
即
（
節
）
薄
、
出
入
し
て
以
て
衣
食
を
為
す
所
の

者
を
視
し
、
其
の
居
処
の
状
を
謙
（
廉
）
問
す
る
も
、
得
ず
。
…
…
［
後
略
］
…
…
。
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へ

釈
文
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
「
令
獄
史
順
・
去
灰
・
忠
文
・
口
固
追
求
賊
」
の
「
文
」
字
を
、
張
家
山
整
理
小
組

二
〇
〇
一
・
同
二
〇
〇
六
の
釈
文
は
と
も
に
「
大
」
に
作
る
。
「
順
」
か
ら
「
固
」
ま
で
は
、
標
点
に
な
お
も
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
獄
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

名
を
列
記
し
て
い
る
部
分
と
見
な
す
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
傍
点
部
に
関
し
て
は
、
本
釈
文
の
他
に
「
口
U
発
着
庸
」
と
「
角
質
販
取
楳
庸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
二
案
が
あ
る
。
こ
の
部
分
の
赤
外
線
写
真
を
確
認
す
る
と
、
当
該
箇
所
の
文
字
数
は
明
ら
か
に
五
字
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
六
字
で
釈
す
る
案

は
成
り
立
た
な
い
。
彰
等
主
編
二
〇
〇
七
の
釈
文
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
一
辛
気
に
な
る
の
は
「
商
」
字
で
あ
る
。
当

該
文
字
の
輪
郭
が
「
《
二
年
律
令
・
秩
律
》
四
一
五
号
簡
（
門
四
五
一
号
簡
」
の
誤
植
一
引
用
者
）
の
魍
商
』
字
に
似
て
い
る
」
と
同
書
は
注
記
す

る
。
し
か
し
、
赤
外
線
写
真
を
用
い
て
こ
の
早
撃
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
が
同
一
の
文
字
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
。
案

例
二
二
に
は
「
質
」
字
が
頻
出
す
る
が
、
字
形
の
上
で
は
こ
れ
が
最
も
近
い
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
の
釈
文
は
、
「
商
」
字
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
質
」
に
改
め
、
「
及
頁
販
藻
庸
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
て
本
題
に
移
ろ
う
。
傍
線
部
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
買
二
者
舎
人
」
と
あ
る
。
「
買
市
者
の
舎
人
」
と
訓
ず
る
の
が
正
し
い
。
前
掲
三

書
の
釈
文
で
は
、
い
ず
れ
も
「
舎
人
」
に
「
《
漢
書
・
曹
参
伝
》
の
注
に
『
猶
お
家
人
の
ご
と
き
な
り
』
」
と
注
記
す
る
。
三
面
伝
（
巻
三
九
）

を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
に
は

蒲
何
の
麗
る
や
、
蓼
之
を
聞
き
、
舎
人
に
告
げ
て
趣
し
て
治
行
せ
し
む
。
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と
あ
り
、
右
に
顔
師
古
は
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舎
人
は
猶
お
家
人
の
ご
と
き
な
り
。
一
説
に
私
属
の
官
の
家
事
を
主
る
者
な
り
。

と
注
を
付
し
て
い
る
。
後
者
の
「
一
説
」
は
、
先
の
「
吏
員
」
「
官
事
」
と
い
う
解
釈
に
通
じ
る
。
案
例
二
二
の
釈
読
者
が
等
し
く
こ
ち
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

註
解
を
引
用
し
な
い
の
は
、
本
案
例
の
場
合
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
前
者
の
「
家
人
」
は
「
属
隷
」
の
意
で
、

池
田
編
二
〇
～
五
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
依
拠
し
て
、
「
頁
濡
者
舎
人
」
を
「
市
中
の
商
人
の
召
使
い
」
と
翻
訳
す
る
。
当
該
斗
酒
の
「
墨
入
」

が
「
民
間
の
有
力
者
に
奉
仕
す
る
従
者
」
を
指
し
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。
で
は
、
以
上
を
ふ
ま
え
て
「
識
劫
翻

案
」
の
「
舎
人
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
第
二
節
㈲
③
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
建
等
は
そ
れ
ぞ
れ
流
か
ら
資
金
の
提
供
を
受
け
た
。
流
が
「
買
市
営
』
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
建

等
は
彼
を
出
資
者
と
す
る
そ
の
「
舎
人
」
と
し
て
商
い
に
従
事
し
た
の
だ
ろ
う
。
浦
を
詩
心
と
す
る
商
人
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
内
部
を
律
し
て
い
た
の
が
「
主
－
舎
人
」
の
紐
帯
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
柿
沼
氏
は
、
「
流
か
ら
資
本
金
を
受
け
て
商
売
を
開

始
し
た
時
点
」
で
建
等
は
「
滞
の
舎
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
主
－
舎
人
」
の
関
係
が
解
消
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
の

事
業
が
失
敗
し
た
後
、
つ
ま
り
返
済
の
証
文
が
作
成
さ
れ
た
時
の
こ
と
と
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
建
は
、
識
の
恐
喝
事
件
が
起
こ
っ
た
当
時
、
大
夫
の
爵
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
か
っ
て
の
主
で
あ
る
流
の
爵
位
と
異
な
ら
な
い
。
両
名
の

間
に
超
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
隔
絶
し
た
身
分
差
が
あ
っ
た
と
は
些
か
考
え
が
た
い
。
仁
心
の
昌
や
士
伍
の
積
・
喜
・
遺
等
も
こ
の
点
は
同
じ
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
五
人
は
、
経
済
的
な
有
力
者
の
庇
護
下
に
入
っ
た
平
民
と
見
な
し
う
る
。
こ
の
隠
名
が
後
に
欠
損
の
弁
済
を
請
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
推
論
す
る
と
、
彼
ら
の
間
の
「
主
一
舎
人
」
関
係
は
、
出
資
時
に
取
り
結
ば
れ
た
契
約
関
係
の
一
形
態
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
建
等
に
は
負
債
の
返
還
を
期
待
で
き
る
だ
け
の
経
済
的
な
能
力
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
彼
ら
を
私
家
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の
隷
属
民
の
如
き
存
在
と
理
解
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
奏
受
書
・
案
例
二
二
の
「
賞
市
章
舎
人
」
か
ら
は
、
や
や
趣
の
異
な
っ
た
「
舎
人
」
像
が
帰
納
さ
れ
る
。
先
の
傍
線
部
を

見
る
と
、
そ
れ
は
「
人
竪
子
」
や
「
人
臣
僕
・
僕
隷
臣
・
貴
大
人
臣
」
と
併
記
さ
れ
て
お
り
、
池
田
編
二
〇
一
五
は
こ
の
部
分
を
「
不
良
少

年
・
市
中
の
商
人
の
召
使
い
・
私
家
の
下
僕
・
官
府
の
雑
役
を
す
る
隷
臣
・
有
力
者
の
召
使
い
で
素
行
の
悪
い
者
」
と
訳
す
。
当
案
例
の
舎
人

は
、
主
人
の
店
舗
に
勤
務
す
る
従
業
員
で
、
そ
の
中
に
は
無
頼
の
如
き
悪
漢
（
た
と
え
ば
用
心
棒
）
も
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
一
口
に
「
舎
人
」
と
い
っ
て
も
そ
の
実
態
に
は
大
き
な
幅
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
現
象
は
貴
族
・
高
官
に
仕
え
る
舎
人
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
賎
人
」
と
罵
ら
れ
る
者
か
ら
、
「
客
」
と
し
て
遇
さ
れ
る
者
ま
で
、
様
々
な
様
態
が
確
認
さ
れ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
「
吏
員
」
と
し
て
の
舎
人
に
関
し
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
が
こ
れ
を
「
家
内
奴
隷
」
と
形
容
し
、
一
方
、
増
淵
龍
夫
氏
は
、
主
人
と

の
強
固
な
人
的
結
合
関
係
を
重
視
す
べ
き
だ
と
、
西
嶋
説
を
批
判
し
た
。
存
在
の
多
様
性
が
評
価
を
複
雑
た
ら
し
め
て
い
る
要
因
で
あ
ろ
う
。

も
し
本
節
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
秦
代
の
民
間
社
会
に
お
け
る
「
主
－
舎
人
」
の
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即

ち
、
そ
れ
は
平
民
同
士
の
間
で
取
り
結
ば
れ
た
主
従
の
関
係
で
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
従
属
の
度
合
い
に
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
強
弱
の

違
い
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
時
に
解
消
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
増
淵
氏
は
貴
族
・
高
官
の
舎
人
を

評
し
て
「
家
の
牛
耳
」
「
家
父
長
制
的
規
制
下
に
お
け
る
私
属
」
と
述
べ
る
が
、
民
間
社
会
の
そ
れ
も
ま
た
、
も
と
も
と
は
主
家
に
「
舎
」
る

人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
擬
制
的
な
家
族
員
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
奏
講
書
の
郵
送
二
二
、
そ
し
て
「
識
劫
娩
案
」
と
、
「
買
市
章
」
に
従
う
「
舎
人
」
の
事
例
が
偶
然
に
も
重
な
っ
て
確
認
さ
れ
た
事
実
は
、

売
買
を
生
業
と
す
る
者
の
間
で
当
時
こ
う
し
た
主
従
の
関
係
が
盛
行
し
て
い
た
実
情
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
流
動
性
の
高
い
商
業

の
世
界
に
お
い
て
は
家
族
・
血
縁
と
い
っ
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
結
合
原
理
が
比
較
的
強
固
で
安
定
し
た
関
係
を
築
く
基
盤
と
し
て
尊
ば
れ
て
い

た
。
右
は
そ
れ
故
の
事
象
で
あ
っ
た
と
臆
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
専
論
と
し
て
は
直
井
一
九
九
九
、
周
二
〇
〇
四
な
ど
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
②
奏
謝
書
・
案
例
二
二
に
つ
い
て
、
他
に
張
家
山
整
理
小
組
二
〇
〇
一
、
同
二
〇
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〇
六
の
釈
文
が
あ
る
。
ま
た
訳
注
と
し
て
は
学
習
院
大
学
二
〇
〇
一
、
池
田
編
二

　
〇
一
五
が
あ
り
、
本
案
例
を
専
論
し
た
飯
島
二
〇
〇
〇
a
、
同
二
〇
〇
〇
b
も
あ

　
る
。

③
「
党
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
里
党
」
門
朋
党
」
「
同
影
」
と
い
っ
た
解
が

　
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
字
は
「
燃
」
乃
至
は
「
倫
」
一
推
量
の
諭

　
詞
1
と
見
な
す
方
が
文
意
は
通
じ
る
。
門
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
以
下
の
よ
う
な
入

　
物
が
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

④
張
家
山
整
理
小
組
二
〇
〇
一
の
釈
文
。

⑤
張
家
山
整
理
小
組
二
〇
〇
六
の
釈
文
。
池
田
編
二
〇
一
五
は
こ
れ
に
従
う
。

⑥
彰
・
陳
・
エ
藤
主
編
二
〇
〇
七
所
掲
の
図
版
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

⑦
か
か
る
釈
文
は
、
察
二
〇
〇
六
の
所
論
と
同
じ
い
。
彰
留
主
編
二
〇
〇
七
は
察

　
氏
の
見
解
を
引
用
し
た
上
で
門
商
」
字
と
す
る
新
た
な
釈
読
案
を
示
す
。

⑧
飯
島
二
〇
〇
〇
a
、
学
習
院
大
学
二
〇
〇
一
は
「
質
聖
者
」
と
「
含
人
」
に
分

　
け
て
解
釈
す
る
。

⑨
明
漢
書
㎞
巻
八
八
・
儒
林
伝
・
穀
二
五
の
師
古
注
に
「
家
人
言
憧
隷
之
属
扁
と

　
あ
る
。
国
章
鍾
『
称
謂
録
』
巻
二
五
・
「
僕
」
を
参
照
。

⑩
門
識
劫
再
案
」
に
よ
れ
ば
、
浦
は
門
市
布
難
」
な
ど
を
経
営
す
る
と
同
時
に

　
門
稲
田
」
も
所
有
し
て
い
た
。
商
業
と
農
業
を
兼
業
す
る
利
殖
家
と
見
な
せ
よ
う
。

　
秦
漢
時
代
で
は
、
法
制
上
商
人
の
土
地
保
有
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

　
い
る
が
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

⑪
こ
の
点
に
関
し
て
は
西
嶋
一
九
八
三
、
増
淵
一
九
九
六
な
ど
を
参
照
。
な
お
、

　
本
文
で
示
す
両
氏
の
見
解
も
こ
の
論
考
に
よ
る
。
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第
五
節
　
「
里

単
」

第
二
節
㈲
①
で
娩
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
煩
を
厭
わ
ず
再
度
引
用
し
よ
う
。

居
る
こ
と
二
歳
、
流
宗
人
の
里
人
た
る
大
夫
快
・
臣
、
走
馬
の
拳
、
上
造
の
嘉
・
頷
に
告
げ
て
曰
わ
く
「
浦
に
子
の
娩
の
所
の
四
人
有
れ
ば
、
妻
を
取

（
婆
）
ら
ず
。
娩
を
し
て
宗
に
入
れ
、
里
単
賦
を
出
だ
し
、
里
人
と
通
じ
て
歓
（
飲
）
食
せ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
。
快
等
曰
わ
く
「
可
な
り
」
と
。
娩
即

ち
宗
に
入
り
、
里
入
の
不
幸
に
し
て
死
す
る
者
の
た
め
に
単
賦
を
出
だ
す
こ
と
、
吃
の
人
の
妻
の
如
し
。

前
妻
の
危
が
死
亡
し
て
か
ら
二
年
後
の
こ
と
、
浦
は
快
・
臣
・
拳
・
嘉
・
頷
の
型
名
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
申
し
出
を
行
う
。
第
一
に
は
娩
を

「
入
宗
」
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
語
は
他
に
用
例
を
見
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
「
宗
人
に
加
入
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
娠
を
同
宗
の
構
成
員

に
加
え
、
そ
の
　
員
と
し
て
の
義
務
と
権
利
を
認
め
る
よ
う
申
し
入
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。



　
次
に
浦
が
願
い
出
た
の
は
「
三
里
単
二
」
と
「
与
里
人
通
飲
食
」
で
あ
っ
た
。
「
入
電
」
が
宗
人
（
血
縁
）
に
関
わ
る
要
請
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
ち
ら
は
里
人
（
地
縁
）
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
申
し
出
と
い
い
え
る
。
ま
ず
は
後
者
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
睡
虎
地
秦
簡
・
法
診
式
の
次
の
記
載
で
あ
る
。

毒
言
　
　
曝
書
に
、
豊
里
の
公
爵
差
等
廿
人
里
人
の
士
五
（
伍
）
丙
を
詣
し
、
皆
告
げ
て
日
わ
く
門
丙
に
毒
雷
有
り
て
、
甲
骨
焉
と
飲
食
し
難
き
に
、

来
り
て
之
を
告
ぐ
扁
と
。
…
…
。
翻
丙
を
訊
す
る
に
、
辞
し
て
思
わ
く
「
外
大
底
の
同
里
の
丁
毒
醤
有
る
に
坐
し
、
年
余
歳
の
時
を
以
て
悪
（
遷
）
せ
ら

る
。
丙
の
家
に
節
（
即
）
し
祠
有
ら
ば
、
甲
等
を
召
す
も
、
勲
等
著
て
来
た
ら
ず
、
亦
た
未
だ
嘗
て
丙
を
召
し
て
草
せ
ず
。
里
に
節
（
即
）
し
祠
有
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

丙
里
人
及
び
甲
等
と
会
し
て
飲
食
せ
ん
と
す
る
も
、
皆
無
て
丙
と
梧
（
杯
）
器
を
共
に
す
る
莫
し
。
甲
等
及
び
里
人
・
弟
兄
、
及
び
尊
人
の
丙
を
智

（
知
）
る
者
、
皆
丙
と
飲
食
し
難
し
と
す
る
も
、
丙
は
而
ち
毒
を
把
た
ず
。
吃
の
坐
母
（
無
）
し
」
と
。
（
九
一
～
九
四
簡
）

ある女性の告発をめぐって（下倉）

整
理
小
組
も
右
を
引
用
し
て
、
「
通
飲
食
」
の
「
飲
食
」
を
「
祭
祀
の
時
な
ど
に
集
会
し
て
飲
食
す
る
」
こ
と
と
解
説
す
る
。
従
う
べ
き
で
あ

　
②

ろ
う
。
こ
の
「
毒
言
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
「
祠
」
（
祭
祀
）
に
伴
う
共
食
に
は
二
種
類
あ
っ
た
。
一
つ
は
里
人
の
各
「
家
」
が
主
催
す
る
そ
れ

で
、
各
々
の
祖
禰
に
対
す
る
「
祠
」
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
し
よ
う
。
い
ま
一
つ
は
里
を
単
位
と
す
る
共
食
で
、
そ
の
旦
ハ
体
例
と
し
て
は
春
秋
の

　
　
　
　
　
　
　
③

社
祭
が
想
起
さ
れ
る
。
浦
が
要
請
し
た
の
は
後
者
に
娩
が
参
列
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
の
参
加
は
里
の
一
員
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
不

可
欠
な
資
格
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
こ
で
、
浦
と
快
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
原
文
を
見
る
と
、
「
大
夫
快
」
云
々
の
前
に
は
「
宗
人
里
人
」
の
四
字
が
遣
か

れ
て
い
る
。
柿
沼
氏
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
「
宗
人
と
並
び
に
里
人
の
快
」
で
は
な
く
、
「
宗
人
で
あ
り
里
人
で
あ
る
快
」
云
々
と
解

釈
す
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
漁
網
は
滞
の
同
宗
で
あ
り
同
里
の
人
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
入
宗
」
の
み
な
ら
ず
、

「
通
飲
食
」
の
件
も
彼
ら
に
許
可
を
求
め
た
の
か
。
一
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
お
く
と
、
里
へ
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
を
保
証
す
る
同
里
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の
在
住
者
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
。
二
年
律
令
（
置
後
律
）
に
は

「
入
宗
」
と
あ
わ
せ
て
快
等
に
そ
の
保
証
人
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
と
筆
者
は
推
論
す

嘗
て
罪
耐
以
上
有
ら
ば
、
人
の
豊
後
と
為
る
を
得
ず
。
諸
そ
当
に
捧

る
こ
と
母
き
も
の
を
し
て
占
を
任
ぜ
し
む
。
（
三
九
〇
簡
）

（
拝
）
し
て
酒
量
と
な
る
べ
き
者
は
、
令
典
若
し
く
は
正
・
伍
・
里
人
の
五
人
を
下
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と
あ
り
、
爵
後
と
な
る
に
は
五
人
以
上
の
保
証
人
が
必
要
で
あ
っ
た
。
奇
し
く
も
丁
霊
が
記
名
で
あ
る
こ
と
に
あ
え
て
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と

す
る
の
は
、
牽
強
付
会
の
説
で
あ
ろ
う
か
。

　
話
題
を
「
出
里
薫
掛
」
に
移
そ
う
。
「
単
」
は
「
渾
」
「
弾
」
と
も
表
記
さ
れ
る
在
地
社
会
の
組
織
で
、
一
九
七
三
年
に
河
南
省
堰
師
県
で
出

土
し
た
「
漢
傍
輩
里
父
老
揮
票
田
約
束
石
券
」
（
後
漢
章
帝
建
造
二
年
（
七
七
）
の
紀
年
を
有
す
）
の
公
表
以
降
、
「
単
」
（
以
下
表
記
は
こ
の
字
に
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
す
る
）
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
意
見
が
提
示
さ
れ
た
。

　
た
と
え
ば
、
愈
一
九
九
四
は
、
股
周
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
こ
の
事
例
を
博
捜
し
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
本
来
氏
族
を
単
位
と
す

る
共
同
体
で
あ
っ
た
「
単
」
は
、
や
が
て
地
縁
的
紐
帯
に
基
づ
く
居
民
の
共
同
体
的
組
織
に
変
化
し
、
霊
代
に
お
い
て
は
国
家
の
行
政
単
位
で

あ
る
「
里
」
と
そ
れ
が
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
命
氏
が
依
拠
し
た
最
も
根
本
的
な
資
料
は
、
一
九
五
五
年

に
四
川
省
宜
賓
市
翠
屏
村
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
次
掲
の
墓
傳
銘
文
で
あ
る
。

①
永
元
六
年
（
九
四
）
八
月
造

②
永
元
六
年
宜
世
里
宗
盤
利
後
安
楽

③
宣
化
宜
世
弾
休
之
蔵
永
光
六
年
始
造



ある女性の告発をめぐって（下倉）

樽
文
②
の
「
宗
盤
」
に
つ
い
て
、
「
宗
」
を
墓
守
の
姓
、
「
墜
」
を
「
縛
」
字
と
し
、
こ
れ
を
「
宗
氏
の
用
い
る
確
」
と
解
釈
す
る
。
ま
た
、
横

文
③
の
「
休
宝
蔵
」
を
、
「
休
之
」
は
墓
主
で
あ
る
熱
望
の
名
、
「
蔵
」
は
「
葬
」
字
に
通
じ
る
と
し
て
、
こ
の
三
字
を
「
宗
休
之
の
墓
」
の
謂

と
説
く
。
そ
し
て
、
超
文
③
に
見
え
る
「
宜
世
弾
」
の
「
宜
世
」
が
碑
文
②
の
重
賞
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漢
代
で
は
一
つ
の
「
単
」
が

一
つ
の
「
黒
」
に
相
当
し
た
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
籾
山
一
一
〇
一
三
は
、
属
文
②
の
「
宗
」
字
に
関
し
て
、
こ
の
字
を
「
家
」
の
仮
借
と
見
な
す
。
あ
わ
せ
て
『
秦
漢
南
北
朝
官

印
徴
存
鰺
巻
心
引
く
後
漢
の
印
章
「
宗
高
歯
尊
」
（
Z
ρ
回
O
H
一
）
を
掲
げ
、
こ
の
「
含
浸
」
も
「
家
単
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
造
墓
の

た
め
に
結
成
さ
れ
た
「
単
」
と
論
じ
る
。
籾
山
氏
は
愈
一
九
九
四
の
見
解
を
批
判
し
て
、
「
単
」
と
い
う
組
織
を
血
縁
に
も
地
縁
に
も
基
づ
か

な
い
、
上
古
の
「
盟
誓
習
俗
」
に
淵
源
す
る
「
人
群
組
織
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
傳
文
③
の
「
隔
世
揮
」
に
つ
い
て
も
、
確

か
に
そ
れ
は
里
名
を
冠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
地
縁
的
な
共
同
体
な
ど
で
は
な
く
、
造
墓
と
い
っ
た
特
定
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
設

け
ら
れ
た
人
的
組
織
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
識
劫
立
案
」
に
現
れ
る
「
単
」
も
ま
た
、
葬
送
に
関
わ
る
互
助
組
織
で
あ
っ
た
。
窺
は
こ
の
段
の
供
述
で
最
後
に
「
里
人
の
不
幸
に
し
て

死
す
る
者
の
た
め
に
単
賦
を
出
だ
す
こ
と
、
乞
の
人
の
妻
の
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
単
賦
」
の
「
賦
」
に
関
し
て
は
、
次
の
『
列
子
隔
巻

七
・
楊
朱
の
記
載
が
参
考
と
な
ろ
う
。

衛
端
木
画
な
る
者
は
、
子
貢
の
世
な
り
。
其
の
先
貨
に
造
り
て
、
家
に
万
金
を
累
ぬ
。
世
故
を
治
め
ず
、
意
の
好
む
所
を
放
に
す
。
…
…
。
行
年
六
十
、

気
幹
将
に
衰
え
ん
と
す
る
や
、
其
の
家
事
を
棄
て
、
都
べ
て
其
の
庫
蔵
せ
る
珍
宝
・
車
服
・
妾
腰
を
散
じ
、
一
年
目
中
に
焉
を
尽
く
し
、
子
孫
の
為
に
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
留
め
ず
。
其
の
病
む
に
及
ぶ
や
、
薬
石
の
儲
無
く
、
其
の
死
す
る
に
及
ぶ
や
、
生
埋
の
資
無
し
。
一
国
の
人
、
其
の
施
し
を
受
け
し
者
、
相
与
に
賦
し

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
之
を
蔵
め
、
其
の
子
孫
の
財
を
反
す
。
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傍
点
部
分
に
見
え
る
「
賦
」
は
「
わ
り
あ
て
る
」
の
意
に
他
な
ら
な
い
。
整
理
小
組
が
説
く
如
く
、
「
里
人
は
金
を
出
し
て
葬
儀
を
助
け
合
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
の
で
あ
り
、
各
人
ご
と
に
一
定
の
金
額
が
割
り
当
て
」
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
徴
収
の
方
法
等
、
不
明
な
点
は
多
々
あ
る
が
、
「
不
幸
に
し
て

　
　
　
⑥

死
す
る
者
」
の
葬
儀
を
支
援
す
る
た
め
に
里
人
相
互
が
資
金
を
拠
鵬
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
当
時
「
単
賦
」
あ
る
い
は
「
青
紫
賦
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と
い
い
え
る
。
ち
な
み
に
楡
～
九
九
四
は
、
前
掲
の
傳
文
③
「
蔵
」
字
を

「
葬
」
と
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
右
の
『
列
子
』
傍
点
部
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

　
「
単
」
は
、
本
案
例
の
場
合
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
特
定
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
互
助
組
織
で
あ
っ
た
。
籾
山
氏
の
主
張
を
裏
付
け

る
例
証
と
見
な
せ
よ
う
。
た
だ
し
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
早
書
」
が
里
人
乃
至
は
里
内
の
家
全
て
に
課
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、

即
ち
、
里
の
住
民
が
全
員
「
単
」
の
構
成
員
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
浦
は
「
出
里
謡
賦
」
と
同
時
に
「
与
里
人
通
飲
食
」
の
許

可
を
願
い
出
た
。
後
者
が
里
の
祭
祀
に
参
加
す
る
里
人
と
し
て
の
権
利
に
相
当
し
た
と
す
れ
ば
、
前
者
は
そ
れ
が
負
う
べ
き
当
然
の
義
務
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
単
」
は
、
籾
山
氏
が
正
し
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
盟
誓
習
俗
」
に
由
来
す
る
民
間
の
組
織
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
本
案
件
が
生
起
し
た
秦
代
の
時
点
で
は
、
里
の
所
属
員
が
そ
の
地
縁
的
な
紐
帯
を
確
認
・
維
持
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
も
、
そ

れ
は
活
用
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
「
里
人
弟
兄
」
に
つ
い
て
、
現
在
こ
れ
を
「
同
工
の
弟
兄
」
と
す
る
解
釈
が
通

　
行
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
理
解
は
正
し
く
な
い
。

　
「
自
費
弟
兄
」
の
難
題
に
門
甲
等
及
び
偏
と
あ
る
た
め
、
こ
の
「
甲
等
」
が
「
里

　
人
」
を
表
し
て
お
り
、
重
複
す
る
「
里
人
偏
は
続
く
「
弟
兄
偏
に
か
か
る
修
飾
語

　
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
合
理
的
な
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
注
意

　
す
べ
き
は
こ
の
直
前
に
「
黒
人
摯
実
等
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か

　
に
、
原
告
で
あ
る
肉
入
の
門
甲
等
」
と
区
別
し
て
「
里
人
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て

　
い
る
。
こ
の
裳
書
の
「
里
人
」
は
、
告
発
者
で
あ
る
「
甲
等
」
二
十
人
を
除
い
た

　
門
そ
の
他
の
里
人
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
よ
う

　
に
「
里
人
並
び
に
弟
兄
」
と
両
者
を
並
列
の
関
係
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
前
節
に
引
い
た
奏
講
書
・
案
例
二
二
に
は
、
傍
点
部
の
続
き
に
［
里

　
人
・
智
（
知
）
識
・
弟
兄
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
欄
振
逃
隔
檀
弓
下
に
は

　
　
喪
、
公
弔
之
、
必
有
拝
者
。
難
朋
友
・
州
里
・
舎
人
、
可
也
。
弔
日
「
寡
君

　
　
承
事
」
。
主
人
日
「
臨
」
。

　
と
い
う
記
載
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述
を
総
合
す
る
と
、
「
里
人
」
「
州

　
里
」
は
地
縁
、
「
弟
兄
」
「
舎
人
」
は
血
縁
、
「
知
識
扁
「
官
人
知
丙
者
」
は
朋
友
と

　
い
う
、
三
種
の
人
間
関
係
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
柿
沼
氏
は
、
工
年
律
令
（
盗
律
）
に



　
　
　
智
（
知
）
人
為
漿
書
論
通
歓
（
飲
）
食
亡
霊
之
、
与
同
罪
。
弗
智
（
知
〉
、

　
　
　
鯨
為
城
旦
春
。
其
能
自
捕
若
斬
之
、
除
害
罪
、
膚
（
又
）
賞
如
捕
斬
。
畢
盗

　
　
　
法
（
発
）
、
弗
能
捕
斬
而
皆
吏
、
除
其
罪
、
勿
賞
。
（
六
三
～
六
四
簡
）

　
と
あ
る
～
条
を
引
き
、
「
通
飲
食
」
を
「
飲
食
を
提
供
す
る
」
の
意
と
説
く
。
こ

　
の
盗
律
に
関
し
て
は
、
専
修
大
学
二
〇
〇
四
・
冨
谷
編
二
〇
〇
六
も
「
通
飲
食
」

　
を
同
じ
意
味
で
と
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
続
く
「
醜
遺
之
」
と
内
容
が
重
な
つ

　
て
し
ま
い
、
表
現
と
し
て
は
く
ど
い
印
象
を
受
け
る
。
飲
食
の
提
供
は
門
醜
遺

　
之
」
が
表
し
て
お
り
、
「
通
飲
食
“
は
「
共
飲
食
」
の
意
で
、
喉
飲
食
を
共
に
す

　
る
」
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

③
「
貫
高
」
に
見
え
る
二
つ
の
「
祠
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
下
倉
二
〇
～
○
で

　
論
じ
た
。

④
そ
の
論
争
史
に
つ
い
て
は
籾
山
二
〇
＝
二
が
詳
し
い
。

⑤
「
単
賦
」
が
誰
を
対
象
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
専
ら
「
入
妻
」
の

　
み
に
課
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
徴
収
は
死
者
が
現
れ
た
と
き
に
臨
時
に
行
わ

　
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
出
資
に
備
え
て
事
前
に
定
期
的
に
納
金
さ
れ
て
い
た
の
か

　
等
々
、
不
明
な
点
が
多
い
。
な
お
、
整
理
小
組
は
「
里
人
の
死
亡
時
に
㎎
人
妻
㎞

　
等
の
身
分
に
照
ら
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
」
と
注
記
し
、
柿
沼
氏
は
「
む
ろ
ん
人

　
妻
だ
け
が
『
単
三
』
を
払
う
と
は
限
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。

⑥
「
不
幸
に
し
て
死
す
る
者
」
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は
広
く
「
死
亡
」
を
指
す

　
法
制
用
語
で
、
「
二
死
」
「
非
争
奪
偏
「
死
事
」
と
い
っ
た
特
定
の
死
の
様
態
を
示

　
す
語
と
は
異
な
る
と
解
説
す
る
。
柿
沼
氏
は
、
「
運
な
く
凶
事
に
遭
っ
て
死
ぬ
」

　
こ
と
で
、
刑
死
な
ど
を
含
ま
な
い
意
と
説
く
。
ち
な
み
に
冨
谷
編
二
〇
〇
六
と
専

　
修
大
学
二
〇
〇
六
は
、
戸
律
（
三
一
〇
～
三
＝
四
竃
）
に
見
え
る
こ
の
語
に
注
記

　
し
て
、
前
者
は
「
罪
を
得
て
死
ぬ
の
と
は
区
甥
さ
れ
た
表
現
」
、
後
者
は
「
人
が

　
死
ぬ
こ
と
」
と
記
す
。

お
　
わ
　
り
　
に

ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
本
案
例
に
見
え
る
「
単
」
は
、
ま
さ
に
葬
儀
の
支
援
を
目
的
と
し
た
地
縁
的
な
互
助
組
織
で
あ
っ
た
。
更
に
、
籾
山
二
〇
一
三
が
推
論
す
る

よ
う
に
後
漢
の
印
章
「
宗
単
祭
尊
」
の
「
宗
単
」
が
「
家
単
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
時
代
に
も
造
墓
の
た
め
に
「
単
」
が
結
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
死
者
の
葬
送
に
は
か
な
り
の
経
済
的
負
損
が
伴
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
自
弁
し
え
る
だ
け
の
資
金
を
各
戸
・
各
家

の
単
位
で
事
前
に
確
保
し
て
お
く
の
は
相
当
の
難
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
々
は
い
ざ
と
い
う
事
態
に
備
え
て
お
互
い

に
支
え
合
う
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
葬
送
と
い
う
｝
事
に
拘
っ
て
、
更
に
事
例
を
求
め
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
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五
穀
既
に
登
り
、
家
に
蓄
積
を
儲
う
。
乃
ち
時
令
に
順
い
、
喪
紀
を
製
す
。
同
宗
に
貧
婁
に
し
て
喪
を
久
し
く
す
る
も
葬
る
に
堪
え
ざ
る
者
有
ら
ば
、
則

ち
宗
人
を
糾
合
し
て
、
鹿
町
に
之
を
挙
げ
よ
。
親
疎
・
貧
富
を
以
て
差
と
為
し
、
正
心
に
平
敷
し
、
相
瞼
越
す
る
走
れ
。
務
め
て
先
ず
自
ら
蜴
く
し
、
以

て
随
わ
ざ
る
を
率
い
よ
。
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こ
れ
は
『
四
民
月
令
』
十
月
条
の
記
述
で
、
本
書
は
後
猛
撃
帝
期
に
活
躍
し
、
霊
帝
建
寧
三
年
（
一
七
〇
）
に
死
去
し
た
崔
建
が
著
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
貧
乏
で
葬
式
を
挙
げ
ら
れ
な
い
者
の
た
め
に
糾
合
し
て
資
金
を
出
し
合
う
と
い
う
の
は
、
「
雑
誌
」
の
精
神
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
貧
富
に

よ
っ
て
拠
出
金
に
差
等
を
設
け
よ
う
と
い
っ
た
発
想
も
、
「
単
」
の
中
に
既
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
葬
送
の
互
助
組
織
で
あ
る
こ
と
、
「
識

劫
娩
案
」
の
「
里
単
」
と
全
く
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
～
つ
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
右
の
記
載
を
一
瞥
す
れ
ば
直
ち
に
気
づ

く
よ
う
に
、
そ
の
構
成
員
が
「
里
人
」
で
は
な
く
、
「
宗
人
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
識
劫
娩
案
」
の
中
に
も
「
宗
人
」
は
現
れ
る
。
流
は
彼
ら
に
対
し
て
娩
の
「
入
落
」
を
願
い
出
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
同
時
に
「
里
」
と

「
単
」
へ
の
加
入
も
求
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
葬
送
に
関
わ
る
互
助
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
「
宗
」
で
は
な
く
、
「
里
」
「
単
」
が
担

っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
『
四
民
信
管
』
の
中
で
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
を
「
識
劫
娩
案
」
中
の
「
宗
人
」
は
、
同
じ
「
里
」
「
単
」
に
属
す
る
者

と
し
て
果
た
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
葬
送
を
軸
に
「
宗
」
と
い
う
関
係
を
比
較
す
る
と
、
「
識
劫
娩
案
」
と
『
四
民
月
令
』
か
ら
窺
え
る
様

相
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
下
倉
二
〇
一
〇
で
論
じ
た
如
く
、
引
用
し
た
『
四
民
二
心
』
の
最
後
の
一
文
に
は
「
務
め
て
先
ず
自
ら
蜴
く
し
、
以
て
随
わ
ざ
る
を
率

い
よ
」
と
あ
る
。
「
随
わ
ざ
る
」
者
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
務
め
て
先
ず
自
ら
早
く
す
」
リ
ー
ダ
ー
の

よ
う
な
「
宗
人
」
が
い
な
い
と
、
「
同
宗
」
内
の
団
結
は
十
分
に
維
持
し
え
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
役
割
を
担
え
よ
と
、
婦
警
は
こ
の
書
を
通

じ
て
子
孫
達
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。



ある女性の告発をめぐって（下倉）

　
彼
の
描
く
後
漢
後
期
の
「
同
宗
」
は
、
お
そ
ら
く
近
世
の
宗
族
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
脆
弱
な
組
織
で
あ
っ
た
と
評
し
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
「
識
劫
媛
案
」
中
の
「
宗
人
」
関
係
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
的
集
団
と
し
て
の
性
格
は
格
段
に
増
し
た
と
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
宗
人
・
同
宗
・
宗
族
、
即
ち
中
国
に
お
け
る
同
姓
親
関
係
の
あ
り
よ
う
に
も
、
当
然
歴
史
は
あ
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
徐
々
に
、
そ
し

て
お
そ
ら
く
意
図
的
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
か
か
る
中
国
父
系
関
係
史
の
旦
四
体
的
な
軌
跡
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
詳
な
点
が

多
い
。
「
識
劫
娠
案
」
に
よ
っ
て
そ
の
欠
が
些
か
な
り
と
も
埋
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
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On　the　Claim　of　a　Woman：Slaves，　She　ren舎人，　and　Li　dan里門

Appearing　on　the　S雇卿Wan　an識劫娩案of　the　Qin　Bamboo　Slips

　　　　　　　　　　　　KePt　in　Yue　Lu　Academy岳麓書院蔵秦簡

by

SHIMOI〈URA　Wataru

　　In　2013　Shanghai　Lexicographical　Publishing　House　published　volume

three　of　Qin　Bamboo　SliPs　KePt　in伽】lae　Lu　Academy岳麓書院蔵秦簡and

the　Iegal　work　titled　Vaei　yu　deng　zhuang　si　ghong為国幣状四種thereby

became　public．　This　article　addresses　the“S漉ガ6　Wan　an”識劫娩案one　of

the　zou　yan　shu奏識書＝（varieties　of　legal　precedents）that　appears　among

them　and　examines　it　from　the　standpoiRt　of　family　history　and　familial

relations．

　　In　this　document，　it　is　possible　to　confirm　the　date　“QiRwang　Zheng　18”

（BCE　229）．　Thereby，　we　understand　that　the　trial　occurred　just　prior　to　the

establishment　of　the　Qin　empire．　The　plain£iff　was　a　woman　Ramed　Wan　mal　，

a　former　slave，　who　claimed　that　she　had　been　threatened　by　someone

named　Shi識．　The　reasoR　fbr　the　threat　was　that　Wan　had　misreported　the

family　assets．　When　she　was　still　a　slave，　Wan　gave　birth　to　the　master’s

children　and　she　was　iater　freed　from　servitude，　becoming　the　wife　of　her

former　master．　Because　her　husband　had　died，　when　Wan　reported　the

family　finances　in　place　of　the　young　children，　she　did　not　report　the　debts

owed　by　her　husband’s　she　ren舎人as　family　assets．　Shi　knew癒is　fact　and

threatened　Wan．　Wan　thereafter　destroyed　the　documentary　evidence，

cancelling　their　debts，　and　moreover　initiated　a　suit　against　Shi　for

threatening　her．　Then，　when　the　investigatory　process　began，　it　was

discovered　that　Wan，　who　skould　been　the　wife　of　her　former　master，　did　not

appear　in　tke　household　record　as　his　wife．

　　The　people　who　appear　in　this　case　are　extremely　diverse．　The　plaintiff

WaR　and　the　accused　Shi　were　both　freed　slaves，　as　was　her　former

husband．　Moreover，　in　tkis　legal　case，　there　also　appear　the　four　children

borR　of　the　uRion　of　Wan　and　her　former　lord，　the　former　she　ren　of　the

husband　who　were　in　his　debt，　as　well　as　the　relatives　who　lived　in　the　same
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village　as　the　husband，　and　the　village　officials　who　maRaged　the　household

records．　ln　addition，　it　can　be　confirmed　that　the　mutuai－help　organization

called　a　li　daiz里．単，　which　was　composed　of　people　from　the　same　village，

also　appear　in　the　records．　lt　can　be　affirmed　that　this　legal　case　is　an

excellent　source　iR　attempting　to　comprehend　concrete　examples　in　of　the

relationships　among　people　in　civil　society　of　the　day．

　　In　the　first　and　second　sections　of　this　article　1　attempted　a

comprehensive　interpretation　of　the　Shi　］’ie　VVan　an　case．　Then　in　the　third

and　later　sections，　1　argue　in　regard　to　the　s｝aves，　slze　ren，　and　li　dan　who

appear　in　this　case．　ln　the　third　section，　1　consider　the　slaves，　and　especially

their　liberation．　The　purpose　of　this　section　is　to　elucidate　the　concrete

aspects　of　the　relat20nship　between　master　and　slave　during　the　period　in

question．　As　a　result　of　this　analysis，　1　hypothesized　the　following．　ln　some

cases　duriRg　the　Qin　aRd　early　Han　periods　masters　of　slaves　provided　land

to　slaves　and　gave　them　independeRce，　just　as　they　might　help　their　own

childreR　become　independent，　and　it　is　probable　that　the　master－slave

relationship　was　conceived　as　elose　to　the　parent－child　relationship．

　　In　the　fourth　section，　1　consider　the　reiatioRship　between　the　master　and

she　ren．　Heretofore，　she　ren　have　been　considered　lower－ranking　officials　who

served　under　feudal　lords　or　high－ranking　officla｝s．　However，　the　she　ren　who

appear　in　this　legal　case　are　un｝ike　tkose．　The　master－she　ren　relationship

seen　in　this　documeRt　is　a　relationship　between　civilian　people．　The　same

type　of　she　ren　can　be　seen　in　case　22　of　the　20u　yan　shu　in　the　Han　bamboo

s茎圭ps　from　Zhang　l圭a　shan張家山，　and，　intriguingly，　this　case　and　the

relationship　between　master　and　servant　seen　in　“Shi　die　Pllan　an”　are　both

examples　of　hierarchical　relations　within　a　merchaRt　group．　The　author

surmises　from　these　examples　that　the　master－she　refz　relationship　among

merchants　of　the　Qin　period　was　probably　stressed　on　the　principle　of　unity

based　on　strong　bonds　of　mutual　ties　based　on　pseudo－family　relationships．

　　In　the　fifth　section，　1　consider　the　li　dan．　This　local　mutual　aid

organization　seen　in　“Shi　」’ie　Pl）ran　an”　was　formed　with　the　aim　of　lessening

the　financial　burden　associated　with　a　funeral　when　someone　died　in　a

family．　However，　this　fttnction　came　to　be　fulfilled　by　the　lineage　group．　Thls

change　can　be　confirmed　in　the　Latter－Han　Si　min　yue　ling　Pa民月一clted　in

the　final　section．　We　can　hypothesize　that　there　was　a　gradual　increase　in

the　importance　of　patrilineal　relationships　as　time　passed，
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